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'
：
あ
る
。

る
た
め

だ
が
、
自
国
が
柑
了

IIll'

口
報
協
力
と
は
何
か
。
も

れ
る
。
あ
る
い
は
、

3

と
き
、

情
報
協
力
は
そ
か
心
ー
い

い
の
は
、
外
交
ル
ー

は
じ
め
に

第
一
章
米
ソ
冷
戦
と
「
新
情
報
機
関
」
構
想

第
二
章
日
本
の
再
軍
侑
と

M
S
A
秘
密
屎
護
法

第
三
章
日
米
安
保
条
約
の
改
定
と
「
防
諜
法
案
」

結
論

本
論
文
は
、
戦
後
日
米
関
係
に
お
け
る
情
報
協
力
の
模
索
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

戦
後

H
米

一
九
四
五
ー
一

兄
畜
保
護

＼
 

ー
L
/
 

小

島

る
た
め
に
兵
器
供
与
を
⑰
口
、
1

ー
、
。
た
と
え
ば
、
二
国
間

る
情
報
を
提
供
し
合
う

吉

之
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再
軍
備
を
進
め
て
い
っ

(/>

こ
歓
迎
し
な
が
ら
も
、

心
情
報
を
適
切
に
保
護
す
〈
ロ

ぃ
こ
ら
に
米
国
は
、

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。

提
供
し
た
情
報
が
第
三
国
に
漏
洩
し
や
す
く
な
る
お
そ
れ
が
出
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
情
報
協
力
は
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
相
手
国
が
同
盟
国
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。

逆
に
、
そ
の
法
制
度
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
情
報
漏
洩
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
相
手
国
か
ら
椙
頼
を
得
て
、
情
報
提
供

を
受
け
や
す
く
な
る
。
さ
ら
に
秘
密
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
、
情
報
管
理
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
、
相
手
国
か
ら
一
層
の
倍
頼
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
↑
ー
↑
再
軍
備
を
望
む
よ
う
に

I
i
:

11
↑
i
[
'
口
□

か
ら
の
軍
事
援
助
を
受
□

つ
ま
り
、
国
家
間
の
情
報
協
力
は
事
実
上
、
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
制
度
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

第
二
次
憔
界
大
戦
後
の
日
本
は
、
米
国
と
の
連
携
に
よ
っ
て
そ
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
秘
密
保
護
の
制
度
は

整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
非
軍
事
化
を
目
指
し
た
米
国
の
占
領
政
策
に
よ
り
、
秘
密
保
護
に
関
連
す
る
法
令
が
す
べ
て
廃
止
さ
れ

そ
の
一
方
で
米
国
は
、
米
ソ
冷
戦
の
深
化
を
受
け
て
、
同
盟
国
や
友
好
国
と
の
情
報
協
力
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の

国
々
と
情
報
面
で
連
携
し
て
、
共
産
主
義
陣
営
の
動
向
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
日
本
に
も
そ
の
地
理
的
な
位
置
や
戦
前
の
情
報
蓄
積
な
ど
か
ら
、
極
東
に
お
け
る
米
国
の
情
報
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ

う
し
た
情
報
協
力
を
行
4

凸
ロ
ノ
ー

提
供
し
た
情
報
を
守
-'n

や
り
と
り
す
る
こ
と
か
4
□

さ
ら
に
合
同
の

。
そ
れ
が
整
っ
て
い
な
い

に
関
す
る
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の
秘
密
情
報
（
イ

J
 

ー
□

2
す
る
公
文
書
が
公
開
さ
か

'
[
、
米
ソ
冷
戦
が
終
結
し
ん
ロ

の
主
た
る
理
由
と
し

f

口
口
打
的
な
制
約
で
あ
る
。

□

/
亨
が
秘
密
保
護

系と秘密保護

て

力
に
関
す
る
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

戦
後
に
お
け
る
日
米
の
情
報
協
力
に
関
し
て
は
、

日
本
帝
国
政
府
に
関
す
る
情
報
公
開
法

(
J
a
p
a
n
e
s
e
I
m
p
e
r
i
a
l
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 

D
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
A
c
t
)

に
基
づ
い
て
―

1
0
0
七
年
に
公
開
さ
れ
た
、
米
中
央
情
報
局

(
C
I
A
)

の
文
書
を
利
用
し
た
研
究
が
い
く
つ
か

(
2
)
 

存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
井
上
正
也
の
研
究
は
、
内
閣
調
壺
室
に
、
古
田
茂
首
相
の
「
逆
浸
透
」
構
想
に
も
と
づ
き
中
国
に
工
作

(3) 

員
を
派
遣
し
、
情
報
収
集
や
工
作
活
動
に
従
事
さ
せ
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
柴
山
太
の
研
究
は
、
日

米
安
保
条
約
の
締
結
に
と
も
な
い
、
日
本
政
府
と
在
日
米
軍
の
間
で
検
討
さ
れ
て
い
た
情
報
協
力
の
枠
組
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
と

く
に
一
九
五
二
年
に
設
置
さ
れ
た
、
日
米
合
同
情
報
委
員
会
(
]
0

int 
Intelligence 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

に
つ
い
て
、
米
極
東
軍
の
文
書
も

(
4
)
 

利
用
し
つ
つ
、
情
報
協
力
を
め
ぐ
る
日
米
で
の
認
識
の
違
い
を
対
比
的
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
戦
後
に
お
け
る
日
米
両
国
間
の
情
報
協
力
の
全
体
的
な
構
図
を
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
国

家
間
の
情
報
協
力
に
お
け
る
秘
密
保
護
の
重
要
性
を
論
じ
る
も
の
で
も
な
い
。
研
究
上
の
関
心
は
、
米
ソ
冷
戦
下
で
の
日
米
の
防
衛
協

し
か
し
日
米
の
防
衛
協
力
の
発
展
不
可
欠
な
情
報
協
力
を
行
な
う
上
で
も
っ
と
も
大
き
な
障
害
に
な
っ
た
の
は
、
情
報
協
力
の
前
提

と
な
る
秘
密
保
護
法
制
の
整
備
が
日
本
側
で
遅
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
で
は
戦
後
日
米
の
防
衛
協

で
さ
え
も
、
第
二

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

日
本
側
に
で
き
て
い
る

ん
ど
白
紙
に
近
い

1

い
以
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
八
か

ぃ
＂
こ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の

こ
第
三
国
に
漏
洩
す
る
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ー
た
、
岸
信
介
首
柑

。
第
三
章
で
は
、
そ
の

S
A
秘
密
保
護
法
の
成
古

法
）
を
題
材
と
し
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
な
が
ら
、

第
二
章
で
は
、

構
想
は
挫
折
し
た
。
そ
の
理
由
を
検
討
す
る
。

と
し
て
、
冷
戦
期
に
お
1
ロ

〈

5
)

げ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
か
ら
の
指
摘
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
井
上
や
柴
山
の
研
究
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
米
国
で
の
文
書
公
開
が
近
年
、
進
み
始
め
た
こ
と
で
、
公
文
書
に
基
づ
く
研
究

も
少
し
ず
つ
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
開
さ
れ
た
公
文
書
を
で
き
る
限
り
使
い
、
ま
た
既
存
の
研
究
も

踏
ま
え
て
、
戦
後
日
米
両
国
の
情
報
協
力
の
模
索
と
そ
の
挫
折
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
秘
密
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
米
ソ
冷
戦
下
で
日
米
の
情
報
協
力
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
辿
っ
た
上
で
、

田
茂
首
相
が
発
表
し
た
「
新
情
報
機
関
」
構
想
と
秘
密
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
当
時
、
吉
田
は
軍
事
以
外
の
分
野
で
あ

れ
ば
、
米
国
と
の
協
力
を
深
め
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
情
報
面
で
の
協
力
を
促
そ
う
と
し
た
「
新
情
報
機
関
」

一
九
五
四
年
五
月
に
成
立
し
た
、
「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
な
ど
に
と
も
な
う
秘
密
保
護
法
」

(
M
S
A
秘
密
保
護

日
本
の
再
軍
備
と
秘
密
保
護
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
。

の
動
向
と
絡
め
つ

ー
に
幅
広
い
情
報
協
力
を
可
止

ー
切
諜
法
案
」

□

報
協
力
は
前
進
し
た
が
、

本
論
文
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

A
n
d
r
e
w
)
が
、
研
党

の
成
立
を
図

よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は

一
九
五
―
一
年
―
一
月
、
吉

友
好
国
の
情
報
協
力
亭
砂
〗
了

な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の

ケ
ン
ブ
リ
ッ

/
1
3
、
米
国
の
同
盟
国
や
友
冒

IIlし＇

ー
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー

の
は
、

（阪大法学） 66 (5-86) 958 



系と秘密保護

口
経
緯
で
、

日
本
に
は

の
地
域
事
情
に
詳
し
い

だ
、
米
国
が
こ
の
段
階
て

の
は
、
軍
事
的
な
協
力
口

↑
ふ
ゲ
西
側
陣
営
の
一
員
と
し

一
方
米
国
は
、
こ
の
時
期
、

て
廃
止
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

秘
密
保
護
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

治
安
機
構
は
次
々
と
解
体
さ
れ
た
。

第
一
章

は
、
そ
の
こ
と
の
意
吠

□

11
政
権
以
降
、
秘
密
保
護

っ
て
、
極
東
に
お
け
る

ー
い
伍
報
機
関
」

ふ
た
い
。

構
想

日
米
閂

(/>

f
]

。
さ
ら
に
戦
後
、
そ
う
l

f

i

第
二
次
憔
界
大
戦
終
了
後
、
日
本
は
米
国
の
占
領
統
治
下
に
置
か
れ
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
基
づ
き
、
米
国
は
日
本
を
占
領
す
る
に

あ
た
っ
て
、
非
軍
事
化
と
民
主
化
の
方
針
を
強
力
に
推
し
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、
内
務
省
な
ど
、
日
本
の
軍
事
・

一
九
四
五
年
一

0
月
、
「
国
防
保
安
法
廃
止
二
関
ス
ル
件
」
（
勅
令
第
五
六
八
号
）
に
よ
っ

て
、
軍
機
保
護
法
、
国
防
保
安
法
、
軍
用
資
源
秘
密
保
護
法
な
ど
、
戦
前
、
日
本
の
国
家
機
密
を
守
る
た
め
に
作
ら
れ
た
法
律
は
す
べ

一
九
四
七
年
五
月
に
は
「
陸
軍
刑
法
ヲ
廃
止
ス
ル
等
二
関
ス
ル
政
令
」
（
政
令
第
五
一
一
号
）
が
発
布
さ

れ
、
陸
軍
刑
法
と
海
軍
刑
法
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
は
、
政
府
が
国
家
機
密
を
守
る
た
め
の
法
的
根
拠

を
完
全
に
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
と
の
対
立
が
す
で
に
深
刻
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
対
立
は
冷
戦
に
癸
展
し
、
国
際
社
会
を
東
西
二

つ
の
陣
営
に
分
断
し
た
。
米
国
の
対
日
政
策
も
ま
た
、
冷
戦
の
影
響
を
強
く
受
け
た
。
対
ソ
封
じ
込
め
を
推
進
す
る
た
め
、
米
国
は
従

来
の
方
針
を
転
換
し
、
日
本
を
極
東
の
戦
略
的
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
の
上
で
米
国
は
、

日
本
の
国
力
を
回
復
さ
せ
つ
つ
、
日

よ
う
と
し
た
。

の
支
援
で
あ
っ
た
。

ふ
oI'

ー
グ
は
不
健
全
な
も
の
に
な

66 (5-87) 959 [2017. l] 



り
、
英
語
圏
五
カ
国
か
ら
だ

日
本
と
の
情
報
協
力
に
向
け
た
枠
組
み
を
作
り
、

実
は
こ
う
し
た
枠
組
み
作
り
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
、
西
ド
イ
ツ
な
ど
の
国
々
と
の
間
で
は
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
。
対
ソ
封

米
国
の
優
位
が
崩
れ
た
と
き
、
西
側
陣
営
に
対
し
て
攻
勢
に
出
る
と
見
た
。
そ
の
膨
張
主
義
的
な
対
外
行
動
を
抑
止
す
る
た
め
に
は
、

米
国
は
対
ソ
優
位
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ソ
連
の
動
向
を
つ
ね
に
監
視
し
、
米
国
の
優
位
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

[10) 

を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
努
力
は
、
ソ
連
が
万
一
、
予
兆
も
な
く
攻
撃
し
は
じ
め
た
場
合
、
米
国
が
迅
速
に
対
応

す
る
た
め
の
警
戒
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
も
期
待
で
き
る
。

、こ。、、
t
カ

日
本
が
持
つ
情
報
の
資
産
を
活
用
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。

(
G
e
o
r
g
e
 K
e
n
n
a
n
)
 

ソ
連
は
広
大
な
領
土
を
抱
え
た
国
で
あ
る
。
そ
の
衛
星
国
も
含
め
て
、

理
的
に
見
て
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
に
、
米
国
は
ソ
連
の
勢
力
圏
周
辺
に
位
置
す
る
、
米
国
の
同
盟
国
や
友
好

実
際
、
欧
州
に
お
け
る
冷
戦
の
最
前
線
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
現
地
に
駐
留
し
て
い
た
米
軍
の
偵
察
・
監
視
活
動
の
ほ
か
に
、
西

ド
イ
ツ
の
情
報
機
関
を
通
じ
て
、
東
ド
イ
ツ
や
東
欧
諸
国
な
ど
、
共
産
主
義
体
制
下
で
の
政
治
・
経
済
情
勢
に
関
す
る
情
報
を
集
め
て

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
「
フ
ァ

ol□
]

力
を
戦
後
も
継
続
す
る

□

後
、
同
協
定
に
は
、

カ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

っ(1
 

E
y
e
s
)
」
が
構
槃
さ
れ
だ

I' ) 

ま
た
、

り
ス
と
は
、

一
九
四
六
年
一

5Jj¥

It
を
締
結
し
、
通
信
情
報
口

国
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

じ
込
め
を
提
唱
し
た
、
米
国
の
外
交
官
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン

に
直
面
し
、

小
足
を
痛
感
し
た
か
ら

の
侵
攻
と
中
国
の

、
そ
の
不
足
を
補
う
た
め

は
、
ソ
連
が
力
の
論
理
に
敏
感
な
国
で
あ
り
、

ソ
連
の
勢
力
圏
を
米
国
だ
け
で
監
視
す
る
こ
と
は
地

、
そ
の
価
値
を
一
ロ
ロ

〈
：
り
、
開
戦
後
、
米
国
は

凱
三
9

か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た

□

‘
□

心
を
伝
え
る
貴
重
な
情
報
胃

ん
五

0
年
六
月
に
始
ま
っ

（阪大法学） 66 (5-88) 960 



国
警

予
算
面
で
は
一

0
億

n
ロ

口
円
官
房
に
置
か
れ
て
い

以
府
機
関
の
情
報
を
集
約
：

ー
り
放
送
や
新
間
な
ど

八
只
を
現
有
の
一
五
、
六
名
か

文
化
、
経
済
、
治
安
、

系と秘密保護

、こ。、、
t
カ

れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
ま
ま
で
は
米
国
と
の
情
報
協
力
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
構
想
は
、
吉
田
に
近
い
二
人
の
人
物
を
中
心
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

内
閣
情
報
局
総
裁
を
務
め
た
緒
方
竹
虎
、
も
う
一
人
は
同
じ
く
戦
前
、
親
英
米
派
の
軍
人
と
し
て
知
ら
れ
、
戦
後
、
古
田
の
軍
事
顧
間

に
な
っ
た
辰
巳
栄
一
元
陸
軍
中
将
で
あ
る
。
水
面
下
で
の
作
業
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
文
書
も
な
い
た
め
、
経
緯
を
詳
し
く

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
断
片
的
な
事
実
か
ら
の
推
測
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
前
の
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し
な
が
ら
、
緒
方
は
広

報
や
宣
伝
に
つ
い
て
、
辰
已
は
軍
事
や
治
安
に
つ
い
て
情
報
体
制
の
あ
り
方
を
研
究
し
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
五
二
年
―
一
月
二
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
答
弁
で
、
新
し
い
情
報
機
関
設
置
の
方
針
を
公
表
す

，
 

8
 

こ
の
研
究
を
背
景
に
吉
田
は
、

5
 

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
翌
月
二
九
日
に
は
、
新
聞
報
道
を
通
じ
て
新
組
織
の
構
成
や
機
能
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
6
6

に
は
日
本
政
府
の
役
割
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

111
の
対
日
占
領
が
終
結
す
っ
〔
し
―

I汀

1
鳳
資
産
か
ら
情
報
を
収
集
ー

I' ) 

一
九
五
一
年
九
月
、
打

11本
で
も
米
ソ
冷
戦
の

I
C□

条
約
が
締
結
さ
れ
る
と
、

口
情
報
協
力
を
ど
の

＜
増
員
す
る
。
ま
た
、

て、

1
0
班
前
後

一
人
は
、
戦
前
、
朝
日
新
聞
社
主
筆
に
就
任
し
、

に
提
供
す
る
の
は
、

し＼

っ
た
。
な
ぜ

日
本
で
は
、
米
国
の
占
領
統
治
下
で
軍
事
・
治
安
機
構
が
解
体
さ
れ
た
結
果
、
専
門
的
な
情
報
機
関
ま
で
も
政
府
か
ら
失
わ

日
本
側
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
存
在
し
な
い
お
そ

れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
平
和
条
約
締
結
後
、
当
時
の
首
相
、
古
田
茂
は
、
国
内
外
の
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
た
め
の
専
門
的
な
情

報
機
関
を
新
設
し
、
そ
れ
を
米
国
と
の
情
報
協
力
の
窓
口
と
し
て
機
能
さ
せ
る
と
い
う
構
想
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

い
う
問
題
関
心
が
浮
上

961 [2017. l] 



（
一
九
四

I' ) 

flAに
加
保
護
法
制
を
整
備
し
て
い

、
国
家
公
務
員
に
汀

ls国
側
の
懸
念
は
も
っ
と
J

ぃぃ必
□

で
に
日
本
政
府
は
、
米
砂
ー

l
,
1

い
て
制
定
さ
れ
た
）
1

し＼

吉
田
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
準
備
を
進
め
て
い
た
。

：’□

附
じ
ら
れ
た
。

た
だ
、
情
報
協
力
の
窓

D
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
情
報
協
力
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
情
報
協
力
の
対
象
分

野
や
機
密
レ
ベ
ル
の
調
整
、
情
報
交
換
の
手
続
き
、
共
有
し
た
情
報
の
扱
い
方
な
ど
、
細
か
い
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
虹LO
 

そ
う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
た
が
い
に
適
切
な
情
報
管
理
を
保
障
し
、
そ
の
内
容
が
第
三
国
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
（6
 
6
 

学

椙
用
が
確
保
さ
れ
る
。
逆
に
そ
う
し
た
ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
同
盟
関
係
で
あ
っ
て
も
相
手
国
を
十
分
、
椙
用
で
き
な
い
た
め
、

法

7
)
 

(
1
 

国

家

間

の

情

報

協

力

が

難

し

く

な

る

。

欠

阪

一
九
五
二
年
二
月
八
日
、
吉
田
は
前
年
一
月
か
ら

G
H
Q
最
高
司
令
官
に
就

任
し
た
、
リ
ソ
ジ
ウ
ェ
イ
(
M
a
t
t
h
e
w
B. 
R
i
d
g
w
a
y
)
陸
軍
大
将
と
会
談
し
、
日
米
の
政
府
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
作
業
委
員
会

の
設
立
を
提
案
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
秘
密
保
護
の
問
題
も
含
め
て
日
米
の
情
報
協
力
に
必
要
な
手
続
き
や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
協
議
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
米
国
側
も
同
じ
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
吉
田
の
提
案
を
歓
迎
し
、
作
業
委
員
会
の
設
立
を
決
定
し
た
。

そ
の
作
業
委
員
会
の
最
初
の
会
合
は
、
四
月
二
二
日
に
開
か
れ
た
。
こ
の
会
合
で
米
国
側
委
員
は
、
日
本
の
主
権
回
復
が
近
い
こ
と

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
日
米
の
防
衛
協
力
を
進
め
る
に
は
情
報
交
換
が
必
要
だ
と
指
摘
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
米
国
側
は
「
現
在
、
期

待
通
り
に
（
情
報
を
）
交
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
括
弧
内
小
島
）
と
い
う
見
方
を
示
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
日
本
政
府
に
軍
事

川
｀
織
は
必
要
に
応
じ
て
国
尺

八
情
報
に
つ
い
て
も
収
集
、

(16) 

さ
れ
た
。
こ
の
方
針
〗
□

口
口
旧
報
機
関
」
構
想
と
し
て
人
＼

そ
の

て
首
柑
に
報
告
さ

96;> 



系と秘密保護

こ
ろ
が
「
新
情
報
機
関
’

:
:
J
こ、

~
 

~, 

〉

厳
し
い
批
判
を
受
口□

し
＇
砂
く
に
新
間
各
社
は
、
こ

で
き
る
情
報
機
関
を
作
り
¥

ol
人
↑
昌
；
IIJ/5
情
報
協
力
に
道
筋
を
付
I
ロ

ぷ
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
吉
田
は
、
こ
の

構
想
の
実
現
に
向
口□

屈
密
保
護
の
問
題
も
あ
る
り
夏

ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
、
国
会
で
は
、

立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
米
国
は
日
本
政
府
に
対
し
て
、
秘
密
保
護
の
レ
ベ
ル
を
米
国
と
同
水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
る
よ
う

(21) 

に
求
め
た
。

米
国
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
、

(
s
e
c
u
r
i
t
y
 officer)

と
い
う
ポ
ス
ト
を
置
い
て
い
る
が
、

し
＇
砂
も
あ
る
米
国
の
法
令
と
比

日
本
政
府
は
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
令
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
半
年
ほ
ど
研
究
を
続
け
た
後
、

九
五
一
一
年
―
一
月
二
五
日
の
会
合
で
日
本
政
府
は
、
秘
密
保
護
に
関
す
る
暫
定
的
な
法
令
案
を
米
国
側
委
員
に
提
示
し
、
意
見
を
求
め

た
。
そ
の
内
容
は
、
米
国
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
機
密
情
報
の
分
類
、
指
定
、
解
除
に
関
す
る
手
続
き
や
情
報
交
換
上
の
ル
ー
ル
、
秘
密

(22) 

漏
洩
時
の
対
処
法
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
米
国
側
の
反
応
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
米
国
で
は
秘
密
漏
洩
の
防
止
を
目
的
と
し
て
、
各
政
府
機
関
に
保
全
官

日
本
側
が
示
し
た
案
に
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
ヘ
の
言
及
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、

機
密
情
報
の
分
類
や
指
定
に
関
し
て
も
、
日
本
側
の
案
で
は
「
分
類
当
局

(classifying
a
u
t
h
o
r
i
t
y
)
」
が
担
当
す
る
と
記
さ
れ
る
の

っ
た
。
米
国
側
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
一
四
項
目
に
わ
た
っ
て
列
挙
し
、

み
で
、
そ
れ
か
政
府
機
構
の
な
か
で
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か

(23) 

日
本
政
府
に
さ
ら
な
る
検
討
を
求
め
た
。

い
も
の
だ
っ
た
。

一
九
五
三
年
度
予
算
を
審
議
す
る
た
め
の
会
期
延
長
(
-
九
五
三
年
三
月
末
ま
で
）
が
決
ま
っ

ー
＂
ぬ

:
 

f

仄
笛
情
報
を
扱
う
国
家
公
絡
口
f

s
e
c
u
r
i
t
y
 c
l
e
a
r
a
n
c
e
、

知
り
得
た
秘
密
t
:〗
ゾ
八

(20) 

□

金
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

tJ
て
い
る
も
の
の
、

V
J懲
役
、
ま
た
は
三
万
円
以
~

66 (5-91) 963 [2017. 1 



と
な
り
、
翌
月
の
総
選
平

の
状
況
に
加
え
て
、
吉

I

I'll 

を
阻
む
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ふ
席
は
過
半
数
を
大
き
く
下
口

り〉

原
因
で
、
衆
議
院
は
一
九

ま
た
、
国
際
情
勢
に
関
す
る
情
報
の
収
集
や
分
析
は
、
本
来
、
在
外
公
館
を
抱
え
る
外
務
省
管
轄
の
業
務
だ
っ
た
。
だ
が
、
「
新
情

報
機
関
」
構
想
の
検
討
が
進
む
な
か
、
国
警
出
身
で
初
代
内
閣
調
査
室
長
の
村
井
順
が
引
き
続
き
新
組
織
の
ト
ッ
プ
を
務
め
る
こ
と
が

決
ま
る
と
、
外
務
省
は
目
分
た
ち
の
権
限
や
活
動
領
域
が
国
警
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
同
構
想
に
強
く
抵
抗
し
た
。
実
際
、
外

務
省
幹
部
は
、
構
想
が
公
表
さ
れ
る
と
、
新
組
織
の
担
当
分
野
を
国
内
情
報
に
限
定
し
、
国
外
情
報
は
外
務
省
に
一
任
す
る
形
を
採
る

(26) 

べ
き
だ
と
緒
方
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
外
務
省
は
日
本
の
主
権
が
回
復
し
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
外
交
活
動
が
展
開
で
き

る
と
考
え
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。
さ
ら
に
外
務
省
は
、
対
外
的
な
情
報
の
収
集
や
分
析
だ
け
で
な
く
、
米
国
と
の
情
報
協
力
に
あ
た
っ

て
、
み
ず
か
ら
が
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
担
う
つ
も
り
だ
っ
た
。
「
新
情
報
機
関
」
構
想
は
、
外
務
省
に
と
っ
て
そ
う
し
た
思
惑

政
府
内
外
の
反
発
を
受
け
て
、
「
新
情
報
機
関
」
構
想
は
当
初
の
予
定
よ
り
も
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
月
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
同
構
想
の
成
案
で
は
、
予
算
は
一
億
五

0
0
0
万
円
、

さ
ら
に
外
国
放
送
の
傍
受
や
諜
報
活
動
な
ど
も
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、

(
2
 

必
し
／
口
配
分
は
見
送
ら
れ
た
。

野
党
も
こ
れ
に
同
調
し
、

ー
＞
て
、
国
民
の
自
由
権
を
口
丁

11;

ol
八
Jf

か
で
、

新
し
い

つ
点
を
と
ら
え
、

戦
5

口

)j 

j!lj 

11 

い
わ
ゆ
る

「
バ
カ
ヤ
ロ
ー

一
九
五
三
年

ス
タ
ッ
フ
は
七
、
八

0
名
に
と
ど
め
ら
れ
た
。

組
織
機
構
に
関
し
て
も
、
想
定
で
は
一
〇
班
と
し
て
い
た
も
の
を
七
班
に
削
減
し
、
海
外
情
報
の
担
当
は
わ
ず
か
二
班
の
み
と
な
っ
た
。

い
ず
れ
も
「
今
後
の
問
題
」
と
い
う
扱
い
に
な
り
、
そ
の
分
の

吉
田
の
政
治
的
芯

□

ぶ

構
想
は
憲
法
違
反
だ
＼
ー

る
も
の
だ
と
強
く
反
兄
！

（阪大法学） 66 (5-92) %1 



X
い
国
の
占
領
統
治
に
よ
っ
て

¥
事
技
術
の
研
究
が
禁
止
5
ぶ
□

いふ／」

以
収
や
研
究
施
設
の
閉
鎖
か

ill

口
亭
氾
汲
む
も
の
だ
っ
た
。
だ

ー

1

田
の
「
新
情
報
機
関
」

隻
が
あ
っ
た
。

'"'" 
保密秘と系

国
の
ア
リ
ソ
ン せ

た
。
結
局
、

情
報
協
力
を
行
な
う
に
は
、

は
極
秘
の
調
査
組
織
を
立
ち
上
げ
、

第
二
章

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

、・;

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
口
が
低
下
す
る
な
か
、
こ
の

(/>

て
ほ
し
い
情
報
が
ふ

ぶ
化
に
と
も
な
い
、

あ
る
。

い
と
い
う
米
国
口

た
だ
、
米
国
と
の
情
報
協
力
が
す
べ
て
諦
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
共
産
圏
の
情
報
を
集
め
る
た
め
、
内
閣
調
査
室

ソ
連
や
中
国
か
ら
の
日
本
人
焔
還
者
に
対
す
る
尋
問
調
壺
を
実
行
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
米
国

(28) 

の
要
求
に
応
じ
た
も
の
で
、
内
閣
調
査
室
の
非
公
式
顧
間
と
な
っ
た
辰
巳
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

(
J
o
h
n
 
M. Allison)
駐
日
大
使
が
緒
方
と
面
会
し
、
辰
已
の
計
画
を
拡
張
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
頼
ん
だ
上
で
、
必

(29) 

要
で
あ
れ
ば
米
国
側
で
資
金
を
負
担
し
て
も
よ
い
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
日
本
側
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
を
米
国
が
評
価

だ
が
、
こ
う
し
た
情
報
協
力
は
非
公
式
、
か
つ
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
。
軍
事
や
外
交
な
ど
、
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
米
国
と
の

や
は
り
秘
密
保
護
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
党
が
少
数
与
党
に
転
落
し
、
厳
し
い

政
権
運
営
に
迫
ら
れ
て
い
た
吉
田
だ
っ
た
が
、
米
国
か
ら
の
椙
頼
を
得
る
た
め
に
も
、
こ
の
問
題
を
で
き
る
だ
け
早
く
解
決
す
る
必
要

日
本
の
再
軍
備
と

M
S
A
秘
密
保
護
法

t:ら
程
遠
い
内
容
に
な
り
、

し
い
ち
を
か
け
る
と
と
も
に

り〉

一
九
五
三
年
末
に
は
、
米

で
と
比
べ

の
実
現
に
向
け
た
政
治
liJ/5

66 (5-93) 965 [2017. l] 



の
た
め
に
、
新
し
い

の
近
代
化
な
ど

い
と
山
し
入
れ
た
。
続
い
て

＂ 
し‘

ILJ
本
経
済

1

ー
／
似
告
を
発
表
し
、

日
本

}

□

と
と
も
に
、

□

IUJ
凸
JJ
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

）
二
て
米
国
の
軍
事
援
助
を
血
＼
）
ロ

一
九
五

同
時
に
米
国
は
、

日
本
を
後
方
支
援
基
地
と
し
て
位
置
づ
け
、
戦
闘
に
必
要
な
武
器
や
機
材
の
製
造
、
火
器
や
車
両
の
修
理
な
ど
を

を
受
け
て
日
本
の
財
界
で
は
、

一
九
五
二
年
三
月
に
は
、
大
型
兵
器
の
組
立
や
修
理
を
許
可
す
る

G
H
Q
指
令
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ

い
よ
い
よ
兵
器
生
産
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ
る
と
い
う
期
待
が
高
ま
っ
た
。

日
本
の
財
界
が
こ
の
展
開
を
歓
迎
し
た
の
は
、

戦
争
で
生
じ
た
特
需
に
よ
っ
て
、

日
本
経
済
の
見
通
し
が
必
ず
し
も
明
る
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
朝
鮮

日
本
経
済
は
好
景
気
に
沸
き
、
戦
後
復
興
も
進
ん
だ
。
だ
が
、
戦
争
が
終
わ
れ
ば
、
特
需
も
ま
た
終

わ
る
。
そ
の
影
響
で
景
気
が
落
ち
込
む
こ
と
を
懸
念
し
、
経
団
連
（
経
済
団
体
連
合
会
）
を
中
心
と
し
た
経
済
八
団
体
は
、

年
一
月
、
「
講
和
条
約
に
対
す
る
基
本
的
要
望
」
を
米
政
府
に
提
出
し
た
。
こ
の
な
か
で
経
団
連
は
、
早
期
の
多
数
講
和
を
強
く
要
望

日
本
国
内
の
企
業
に
発
注
し
た
。

本
の
防
衛
力
強
化
が
不
可
欠
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

盤
を
失
い
、
大
型
兵
器
（
大
砲
、
戦
車
、
航
空
機
な
ど
）

の
生
産
が
完
全
に
停
止
し
た
た
め
、
そ
の
技
術
水
準
の
低
下
も
避
け
ら
れ
な

だ
が
、
こ
の
状
況
は
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
大
き
く
変
化
す
る
。
ま
ず
米
国
は
、
対
日
政
策
の
方
針
を
転
換
し
、

日
本
に
再
軍
備
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
在
日
米
軍
の
部
隊
が
次
々
と
朝
鮮
半
島
に
投
入
さ
れ
る
な
か
、
米
政
府
は
日
本
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
日

い
状
況
だ
っ
た
。

（阪大法学） 66 (5-94) 96ti 

の
分
野
に
関
し
、

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

り

U
本
は
兵
器
生
産
の
経
済
□

い

ふ□

爪
新
鋭
兵
器
、
た
と
え
ば

／
卜
わ
ェ
ン
ジ
ン
、
高
性
能
レ
ー

'
↑
成
功
す
る
一
方
で
、

技
術
者
の
多
く
は
軍
亨
~
口
か

）
の
た
め
、
米
ソ
を
は
じ

人
戦
時
に
は
開
発
途
上
に
凸



の
問
題
は
大
き
な
予
I
I
I〔
〗
ぶ

こ
。
た
だ
、

11
↑
闊
が
国
会
で
通
り
や
す
い

秘
密
保
護
に
関
し
て
は
、

fIj□

の
意
見
が
一
致
し
、

米
国
か
ら
多
く

I□

U
本
と
の
立
場
の
違
い

、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た

系と秘密保護

日
米
の
正
式
な
交
渉
は
、

西
側
諸
国
の
軍
備
強
化
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

A
と
は
、
）
う
し
た
な
か
、

一
九
五
四
年
三
月
、
日
米
間
で
締
結
さ
れ
た
の
が
M
S
A
協
定
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
）

一
九
五
一
年
一

0
月
に
成
立
し
た
、
米
国
の
相
互
安
全
保
障
法

(Mutual
Security Act) 

で
あ
っ
た
。

M
S
 

の
こ
と
で
、
す
で
に
存
在
し

て
い
た
経
済
協
力
法
、
相
互
防
衛
援
助
法
、
国
際
開
発
法
を
一
っ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
戦
後
、
経
済
援
助
が
主
体

で
あ
っ
た
米
国
の
対
外
援
助
を
、
相
互
安
全
保
障
計
画

(Mutual
Security P
r
o
g
r
a
m
)
を
基
に
し
た
軍
事
援
助
に
切
り
替
え
て
、

た
だ
、
米
国
が
無
条
件
で
軍
事
援
助
を
行
な
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

M
S
A
で
は
被
援
助
国
の
資
格
と
し
て
、
西
側
陣
営
強
化
の

た
め
の
軍
事
的
義
務
を
負
う
こ
と
、
国
力
の
許
す
限
り
防
衛
力
強
化
の
措
置
を
と
る
こ
と
、
米
国
か
ら
の
援
助
が
有
効
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
保
障
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
措
置
の
な
か
に
は
、
米
国
か
ら
供
与
さ
れ
た
装
備
品
や
役
務
、

情
報
の
秘
密
を
保
護
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
米
国
が
被
援
助
国
と

M
S
A
協
定
を
締
結
す
る
際
に
は
、
そ
の
保
障
措
置
に
関
す

る
条
項
を
入
れ
る
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
た
。
日
本
も
ま
た
、

(31) 

が
必
要
で
あ
っ
た
。

丁
叶
に
消
極
的
な
姿
勢
を
見
吐

工
政
府
は
、

しl

、
日
本
の
再
軍
備
を
後
抑
ー
、
1
/

日
本
の
財
界
か

□

口

M
S
A
援
助
を
受
け
る
に
は
そ
う
し
た
資
格
や
条
件
を
満
た
す
こ
と

一
九
五
三
年
七
月
一
五
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
交
渉
は
、
軍
事
的
な
観
点
か
ら
対
日
援
助
を
進
め
た
い
米
国

）
と
で
合
意
し
た
。
そ

口
景
気
悪
化
に
備
え
て
、

っ
た

t:ら
で
あ
る
。

一方、

い
反
発
を
理
由
に
、
日
本
口

ー
」
受
け
止
め
た
。
兵
器
生
↓
JiI

;
[
、
日
本
に
軍
事
技
術
が
巳
い

66 (5-95) 967 [2017. 1 



[
案
自
体
は
、

わ
ず
か
六

凸
）
防
衛
秘
密

り〉

□

□

1
ふ
な
も
の
だ
っ
た
。
罰
則
[
J

ト
、
教
唆
、
扇
動
し
た
者
t
[

（
三
）
防
衛
秘
密
を
不
当
に
漏
洩
し
た
者
は
、

1
0
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

か
ら
で
あ
る
。
例
外
的
に
一
九
五
一
一
年
五
月
、
「
日
米
行
政
協
定
の
実
施
に
と
も
な
う
刑
事
特
別
法
」
（
刑
事
特
別
法
）
が
成
立
し
て
い

た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
在
日
米
軍
の
軍
事
機
密
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
米
国
が
日
本
に
供
与
し
た
装
備
品
や
情
報
な
ど
の
秘
密

は
対
象
外
だ
っ
た
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
法
に
規
定
さ
れ
た
守
秘
義
務
は
軍
事
機
密
を
含
む
も
の
だ
が
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
機
密

漏
洩
の
罰
則
が
軽
く
、
米
国
と
の
ハ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
日
本
は
、
米
国
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
配
慮
し
つ
つ
、

法
令
の
準
備
は
、
保
安
庁
と
法
務
省
が
協
力
す
る
形
で
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

6
 ，
 

6
 
6
 

学法大哀

M
S
A
協
定
締
結
か
ら
二
週
間
後
の
三
月
一
一
三
日
、
ふ
ざ

「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
な
ど
に
と
も
な
う
秘
密
保
護
法
」

(
M
S
A
秘
密
保
護
法
）
と
し
て
法
案
化
さ
れ
、
国
会
に
上
程
さ
れ
た
。

二）

(34) 

M
S
A
協
定
に
も
と
づ
き
、
米
国
か
ら
日
本
に
供
与
さ
れ
た
装
備
品
や
情
報
な
ど
の
秘
密
を
「
防
衛
秘
密
」
と
定
義
す
る
。

（
二
）
防
衛
秘
密
を
取
り
扱
う
行
政
機
関
は
、
政
令
に
よ
っ
て
防
衛
秘
密
の
保
護
上
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

法
案
の
骨
子
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

助
に
対
応
し
た
秘
密
保
護
法
令
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

11
本
側
が

り〉

f
1
1
↑
に
は
軍
事
機
密
を
保
護
‘
{
：
ロ

仁
い
を
受
け
入
れ
、
翌
年

の
文
言
を
改
め
る
と
ど

11 

刈
凶
に
秘
密
保
護(32) 

,IL,IP締
結
さ
れ
た
。

I' ) 

の
規
定
に
合
わ
せ
る

M
S
A
援

〈
：
仏
令
が
存
在
し
て
い
な
か

）
と
を
要
望
し
た
。

968 



~
芯
こ
出
規
定
が
あ
る
の
み
で
あ

そ
の
包
括
的
な
規
定
を
置
~
r
1
,
9
ー
'

□

‘
瓜
利
や
自
由
を
抑
圧
し
た

。
だ
が
戦
前
、

、
国
亨
：

八
什
知
や
範
囲
が
不
明
確
で
、

こ
の
問
題
に
関
す
る

て
判
断
す
る
こ
と
が
求

系と秘密保護

を
国
家
の
秘
密
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

f

闘
IJU
の
秘
密
保
護
法
令
が
復
「
1111

ぐ／、こい

認
め
ら
れ
る
「
自
然
秘
」
（
実
質
秘
）
と
、
政
府
が
指
定
し
て
初
め
て
秘
密
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
指
定
秘
」
（
形
式
秘
）
と
い
う
二
つ
の

(35) 

考
え
方
が
存
在
す
る
。

本
来
な
ら
ば
、
自
然
秘
と
指
定
秘
が
一
致
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
だ
が
、
指
定
秘
の
場
合
、
政
府
が
合
理
的
な
理
由
も
な
く
秘
密

を
指
定
し
た
り
、
そ
の
範
囲
を
恣
意
的
に
拡
大
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
三
九
年
六
月
、
総
力
戦
体
制
の
構
築
が

進
む
な
か
で
制
定
さ
れ
た
軍
用
資
源
秘
密
保
護
法
は
、
指
定
秘
を
採
用
し
、
陸
海
軍
大
臣
の
命
令
で
軍
事
上
の
機
密
だ
け
で
な
く
、
民

間
人
や
民
間
業
者
の
秘
密
事
項
ま
で
も
国
家
の
秘
密
に
指
定
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
秘
密
保
護
の
対
象
が
不
必
要
に
広
範

:36) 

と
な
り
、
軍
事
と
無
関
係
な
一
般
市
民
で
さ
え
も
政
府
の
監
視
を
警
戒
す
る
状
況
が
生
ま
れ
た
。

一
方
、
自
然
秘
の
場
合
、
政
府
が
秘
密
を
指
定
し
な
い
以
上
、
何
が
国
家
の
秘
密
で
あ
る
の
か
は
、
裁
判
所
が
最
終
的
に
判
断
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
秘
密
の
指
定
や
範
囲
に
つ
い
て
、
政
府
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
た
と
え
政
府
が

秘
密
に
指
定
し
て
い
な
く
て
も
、
裁
判
所
が
社
会
通
念
上
、
秘
密
と
し
て
扱
う
こ
と
が
妥
当
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
情
報
や
物
の
存
在

だ
が
自
然
秘
に
は
、
国
家
の
秘
密
と
し
て
扱
う
こ
と
を
妥
当
と
判
断
す
る
社
会
通
念
の
基
準
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
い
う
欠

/
j
も
そ
も
国
家
の
秘
密
に

は
「
自
然
秘
」

9

：
ぃ
国
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図

しl

べ
き
で
は
な
い

り〉

しl

i
,
5

、
秘
密
と
し
て
扱
う
こ

、

こ

¥
f
j

し
ょ
入
っ
ー

1
1
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に
応
じ
た
秘
密
の
扱
い

だ
が
、
そ
れ
で
は
実
質

I
¥

の
内
容
を
逐
一
、
法
門
Ol/

しl

り
ッ
ト
も
あ
っ
た
。

あ
る
。
ま
た
、
防
衛
秘
密

ば
、
秘
密

しぶ

0
採
用
に
よ
っ
て
そ
の
メ
11,
／

あ
い
ま
い
に
し
て
お
く
こ

＞
さ
を
取
り
除
く
こ
と
が

政
府
は
こ
う
し
た
声
に
対
し
て
、

強
く
要
求
し
た
。
記
者
が
入
手
し
た
情
報
が
の
ち
に
防
衛
秘
密
と
認
定
さ
れ
た
と
き
、
取
材
方
法
に
よ
っ
て
は
秘
密
漏
洩
を
企
図
し
た

と
の
理
由
で
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
要
求
に
対
し
て
政
府
は
、
処
罰
対
象
と
な
る
の
は
「
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
妥
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
方
法
」
で
秘
密
を
入
手

し
た
場
合
で
あ
り
、
通
常
の
取
材
活
動
で
あ
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
説
明
し
た
が
、
そ
の
基
準
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
会
に
公
述
人
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
東
京
新
聞
の
児
島
栄
古
編
集
局
長
は
、
「
我
々
の
仕
事
で
は
…
…
常
に
こ
れ

、
、
、
、
、

は
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
証
す
る
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
取
材
活
動
を
し
て
お
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

玉

38)

ん
」
（
傍
点
小
島
）
と
述
べ
、
法
案
成
立
で
取
材
活
動
が
委
縮
す
る
こ
と
に
強
い
懸
念
を
示
し
た
。

ま
た
日
本
で
は
、
防
衛
秘
密
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
で
は
す
で
に
そ
の
内
容
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
も

想
定
さ
れ
た
。
も
し
そ
れ
を
日
本
の
報
道
機
関
が
外
侶
と
し
て
伝
え
た
と
き
、
果
た
し
て
処
罰
対
象
に
な
り
得
る
の
か
ど
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
国
会
に
参
考
人
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
日
本
新
間
協
会
の
江
尻
進
専
務
理
事
は
、
米
国
で
は
防
衛
上
の
秘
密
の
う
ち
、
約

(39) 

八
割
が
新
聞
な
ど
に
よ
っ
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
政
府
は
防
衛
秘
密
の
内
容
を
も
っ
と
具
体
的
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

り
わ
け
戦
前
、
政
府
の
―
―
ー

o
l
:〗
憶
が
新
し
か
っ
た
た
め
、

7
)
 

(
3
 

っ
た
。

一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
法
案
の
内
容
を
修
正
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
だ
っ
た
。
確
か
に
防

lliJ 

、
秘
密

△
秘
密
保
護
法
で
も
同
じ

い
よ
い
さ
を
極
力
な
く
す
よ
f

[
ノ

VJ
で
は
な
い
か
と
い

（阪大法学） 66 (5-98) 97(〕



一
方
、
先
の
「
バ
カ
ヤ

n

'

□

政
策
合
意
が
な
さ
れ
て
い

一
九
五
二
年
に
結
党
ー

ん
に
他
党
と
の
政
策
調
整
か

口
口
五
と
憲
法
改
正
を
主
張
し

〗
府
が
強
気

系と秘密保護

方
、
左
右
社
会
党
な
ど

米
国
の
援
助
に
基
づ
く
日
本
の
防
衛
力
強
化
は
、

る。

卜
/
確
保
し
、

M
S
A
援
助

111 
万'

に
与
党

心
法
と
の
関
係
か
ら

M
S

3

装
備
品
や
情
報
な
ど

い
間
で
、
再
軍
備
問
題
を

し＼

え
ば
社
会
党
左
派
の
亀
田
得
治
は
、
新
憲
法
で
は
戦
争
放
棄
と
戦
力
不
保
持
が
謳
わ
れ
て
お
り
、
軍
事
的
な
組
織
や
軍
事
機
密
の
存
在

M
S
A
援
助
で
供
与
さ
れ
た
米
国
の
軍
事
機
密
を
保
護
す
る

M
S
A
秘
密
保
護
法
案
も
ま
た
、
憲

自
体
、
憲
法
に
反
す
る
の
だ
か
ら
、

(40) 

法
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
社
会
党
右
派
の
加
籐
勘
十
は
、
新
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
国
民
の
基
本
的
人
権
、
と
く
に
表
現
の
自

由
や
思
想
・
良
心
の
自
由
を
制
限
し
得
る

M
S
A
秘
密
保
護
法
案
は
違
憲
立
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
法
案
内
容
の
修
正
を

要
求
し
た
。

だ
が
、
こ
う
し
た
批
判
や
要
求
に
対
し
て
、
政
府
は
歩
み
寄
る
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
。
実
際
、
当
時
の
防
衛
庁
長
官
、
木
村
篤
太

郎
は
国
会
答
弁
の
な
か
で
、
新
憲
法
は
自
衛
権
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
衛
隊
も
違
憲
で
は
な
い
と
強
調
し
た
。
そ
の
上
で
、

日
本
の
平
和
と
独
立
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
目
的
の
た
め
に

M
S
A

(42) 

援
助
を
受
け
、
米
国
か
ら
供
与
さ
れ
た
装
備
品
や
情
報
の
秘
密
を
保
護
す
る
こ
と
も
憲
法
に
反
し
な
い
と
述
べ
た
。

M
S
A
秘
密
保
護

法
案
が
国
民
の
基
本
的
人
権
を
制
限
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
「
国
の
安
全
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
公
共
の
福

祉
と
一
致
す
る
」
と
し
、
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
は
国
民
の
基
本
的
人
権
も
或
る
程
度
制
限
す
る
の
は
、
こ
れ
は
止
む
を
得
ざ
る
事

理
」
と
の
見
方
を
示
し
た
。

ヽ

ミ
J

O

し

t

＼
し
う
に
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ

66 (5-99) 971 [2017. l] 



は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
と
が
で
き
た
か

て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
ぷ
/
/

ま
た
、
再
軍
備
間
題
で
古
田
と
対
立
し
、
自
由
党
か
ら
離
脱
し
た
鳩
山
一
郎
ら
の
グ
ル
ー
プ

月
末
、
憲
法
改
正
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
を
条
件
に
復
党
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
自
由
党
は
、
衆
院
で
単
独
過
半
数
を
占
め
る
ま
で
党
勢

が
回
復
す
る
と
と
も
に
、
党
内
世
論
で
も
再
軍
備
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
っ
た
。
政
治
的
な
求
心
力
の
低
下
に
苦
し
ん
で
い
た
吉
田

に
と
っ
て
、
保
守
勢
力
の
協
力
を
得
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
再
軍
備
に
反
対
す
る
左
派
勢

力
に
対
抗
す
る
上
で
は
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
。

た
だ
、
改
進
党
は

M
S
A
秘
密
保
護
法
案
で
定
め
ら
れ
る
防
衛
秘
密
の
内
容
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
不
当
に

抑
圧
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
ね
ら
い
か
ら
、

6
)
 

条
文
を
加
え
た
修
正
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
が
自
由
党
な
ど
の
賛
成
を
得
る
こ
と
に
な
り
、

(47) 

可
決
、
成
立
し
た
。

当
初
、
こ
の
法
案
の
審
議
は
難
航
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
古
田
政
権
が
少
数
与
党
に
転
落
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
一

九
五
四
年
初
め
に
発
覚
し
た
造
船
疑
獄
に
よ
っ
て
、
政
局
の
行
方
が
不
透
明
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
秘
密
保
護
が
テ
ー

マ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
審
議
自
体
も
大
い
に
紛
糾
す
る
と
見

ー＞
i

/

i

も
関
連
法
案
の
成
立
を
！

ロ
創
設
と
日
本
の

叉
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
て

一
九
五
四
年
五
月
一
一
六
日
、
法
律
を
拡
大
解
釈
せ
ず
に
運
用
す
る
こ
と
を
政
府
に
求
め
る

て、

M
S

(44) 

致
し
た
。

ニ
カ

。
こ
の
合
意
に
、
し
い
）

I
U
田
と
改
進
党
総
裁

~
：
は
政
治
的
な
環
境
が
生
ま

こ
の
は
、
吉
田
が
保
守
勢
J

五
月
二
九
日
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
案
は

（
鳩
山
自
由
党
）
が
一
九
五
三
年

1
1
口
"
~
:
嵐
両
党
は
、
M
S
A
援
助

た
め
に
、

（阪大法学） 66 (5-100) 97:> 



系と秘密保護

口
増
強
を
行
な
わ
な
け
れ
げ

い
と
い

／
々
訊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

お
け
る
役
割
分
担
で
、

陸
は
日
本
に
担
当
さ
せ

＜
あ
る
。
結
局
、

1
本
に
対
し
て
陸
上
兵
力
の

＼
し
ぐ
こ
と
主
張
し
、
そ
の

は
、
日
本
側
で
さ
ら
に
一
般
的
な
内
容
の
秘
密
保
護
法
令
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
三
章

日
米
安
保
条
約
の
改
定
と
「
防
諜
法
案
」

保
守
勢
力
の
協
力
を
得
て
、
日
本
が

M
S
A
援
助
を
受
け
ら
れ
る
条
件
を
整
え
た
吉
田
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
協
力
を
政
権
基
盤
の
強

そ
の
後
、
発
足
し
た
鳩
山
政
権
は
、

一
九
五
四
年
―
一
月
、
改
進
党
や
鳩
山
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
日
本
民
主
党
を
結
成
し
、
翌
月
六

日
、
左
右
社
会
党
と
共
同
で
内
閣
不
椙
任
案
を
提
出
す
る
と
、
古
田
は
解
散
総
選
挙
に
打
っ
て
出
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
自
由
党
内
で

も
内
閣
総
辞
職
を
求
め
る
声
が
強
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
吉
田
は
み
ず
か
ら
の
政
治
的
な
限
界
を
悟
り
、
七
日
、
退
陣
を
決
意
し
た
。
連

続
六
年
ニ
カ
月
、
第
一
次
内
閣
か
ら
通
算
す
る
と
七
年
ニ
カ
月
に
わ
た
る
長
期
政
権
で
あ
っ
た
。

日
ソ
国
交
回
復
を
掲
げ
、
外
交
面
で
吉
田
政
権
と
の
違
い
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
。
だ
が
、
再

軍
備
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
違
い
を
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
米
国
が
圧
力
を
加
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
日
本

早
期
実
現
を
強
く
望
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
鳩
山
政
権
に
な
り
、
米
軍
に

M
S
A
援
助
で
海
空
兵
力
の
増
強
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
米
軍

゜
5
 

は、

M
S
A
協
定
の
交
渉
の
な
か
で
、
陸
上
兵
力
を
十
八
万
人
体
制
に
す
る
方
針
を
提
示
し
て
い
た
。
米
国
も
そ
の
方
針
を
受
け
入
れ
、

16
 
6
 

化
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

あ
っ
た
が
、
安
全
保
障
百

共
有
す
る
に

口
秘
密
を
保
護
す
る
も
の
で

心
味
で
こ
の
法
律
は
、
た

S
A
秘
密
保
護
法
は
、

M 

(/>

＇
』
要
求
し
て
き
た
。

心
」
。
こ
の
不
備
を
改
善
す
：

の
み
を
対
象
と
し
、
そ

る
上
で
の
大
き
な

973 〔2017.1〕



L
J
Jま
で
ず
れ
こ
ん
だ
。
さ
4
□

こ。t
 

メ
ン
バ
ー
の
数
や
事
窄
□

／
ロ

uソ
国
交
回
復
に
全
力
が
尺
ー

口
切
会
議
は
形
式
的
な
会
合
か

っ
て
自
由
党
と
改
冑
口
兄
ol,

会
議
の
創
設
は
一
九
五
＼

は
一
九
五
四
年
六
月
に
虐
rcl

づ
き
、
国
防
会
了

っ
た
。
だ
が
、
国
防
会
，
t:

戦
闘
機
七

0
機
が
日
本
に
供
与
さ
れ
、
米
国
か
ら
全
材
料
の
提
供
を
受
け
て
の
組
み
立
て
作
業
（
ノ
ソ
ク
ダ
ウ
ン
生
産
）
が
行
な
わ
れ

一
九
五
六
年
三
月
に
は
、
日
米
技
術
協
定
が
締
結
さ
れ
、
兵
器
生
産
に
関
す
る
特
許
権
や
ラ
イ
セ
ン
ス
に
含
ま
れ
る
軍
事
機
密
ま

で
も
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
機
体
に
使
用
さ
れ
る
部
品
の
国
産
率
は
大
き
く
回
復
し
、

六
一
年
の
第
三
次
協
定
ま
で
に
生
産
さ
れ
た

F
8
6
戦
闘
機
三

0
0
機
の
う
ち
、

(49) 
こ。t
 

四
八
％
ま
で
平
均
国
産
率
を
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し

2
 ゜

5
 
6
 
6
 

学法大

そ
の
一
方
で
、
米
国
が
期
待
し
て
い
た
日
米
の
共
同
防
衛
体
制
に
向
け
た
制
度
作
り
は
は
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
。
米
国
は
、
⑱

日
本
が
再
軍
備
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で
、
情
報
面
だ
け
で
な
く
軍
事
的
に
も
米
国
の
同
盟
国
と
し
て
貢
献
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
日
米
間
で
戦
略
的
な
情
報
を
共
有
し
、
軍
事
計
画
や
戦
術
面
で
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
関
心
に
も
と
づ
き
、
米
国
の
国
務
省
と
国
防
総
省
の
代
表
者
か
ら
な
る
統
合
情
報
委
員
会
は
、

連
の
軍
事
能
力
や
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
関
す
る
最
高
機
密
の
軍
事
情
報
を
日
本
側
に
提
供
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
そ
の
ね
ら

(50) 

よ
り
緊
密
な
日
米
の
共
同
防
衛
体
制
を
築
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

い
は
、
日
本
を
米
国
の
完
全
な
同
盟
国
に
位
置
づ
け
、

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、

エ
ン
ジ
ン
の

日
米
の
共
同
防
衛
体
制
の
あ
り
方
を
含
め
て
、
長
期
的
な
防
衛
計
画
が
一
向
に
定
ま
ら
な
か
っ
た
。
本
来
、 一

九

ー
」
な
る
。
第
一
次
協
定
で

II'
ぃ□
以
府
に
働
き
か
け
た
。
そ

一
九
五
三
年
五
月
の
段
階
で
、

口
エ
カ
戦
闘
機
で
あ
っ
た

F

ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
口

だ
、
日
本
の
兵
器
生
産
[□

口□

¥
財
界
か
ら
の
強
い

に
。
と
く
に
経
団
連
は
、

ソ

97,1 



系と秘密保護

九
五
七
年
六
月
ニ
―
日
、
；
ー

：工
9
ぐ
に
は
難
し
い
と
し
て
し

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー

は
な
い
と
悟
っ
た
よ
う
で

は
っ
き
り
と
示
さ
な
い

行
な
わ
れ
た
の
み
だ
っ

一
九
五
七
午

す
ぐ
に
日
本
の
防
衛
計
画
と
そ
の
方
針
を
策
定
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
防
会
議
で
の
議
論
を
も
と
に
、

に
「
国
防
の
基
本
方
針
」
、
六
月
一
四
日
に
「
第
一
次
防
衛
力
整
備
計
画
」
（
一
次
防
）
が
そ
れ
ぞ
れ
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

日
米
安
保
を
基
調
と
し
て
漸
進
的
に
防
衛
力
を
強
化
す
る
と
い
う
吉
田
以
来
の
路
線
が
確
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
陸
上
兵
力
十
八
万
人
、

海
上
兵
力
十
二
万
四

0
0
0
ト
ン
、
航
空
兵
カ
一
三

0
0
機
と
い
う
防
衛
力
整
備
の
方
針
が
固
ま
っ
た
。

岸
が
防
衛
計
画
の
策
定
を
急
い
だ
の
は
、

日
米
安
保
条
約
が
抱
え
る
間
題
点
、
と
く
に
日
本
側
が
不
平
等
と
考
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

（翌

米
政
府
と
話
し
合
う
た
め
の
切
り
札
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

岸
は
何
の
準
備
も
な
く
、
米
国
と
交
渉
し
て
も
成
果
が
出
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
を
岸
が
痛
感
し
た
の
が
、

で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
重
光
は
、

日
本
国
内
の
反
米
感
情
を
抑
え
る
た
め
に
は
、

五
五
年
八
月
、
鳩
山
政
権
で
外
相
を
務
め
た
重
光
葵
と
と
も
に
、
ダ
レ
ス

の
改
善
に
向
け

五
月
―

1
0
日

日
米
対
等
の
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
と
訴
え
、

安
保
条
約
の
改
定
を
提
案
し
た
。
だ
が
ダ
レ
ス
は
、
「
日
本
が
十
分
な
軍
事
力
を
持
ち
、
し
つ
か
り
と
し
た
法
的
枠
組
み
を
持
ち
、
憲

(53) 

法
改
正
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
日
程
に
上
る
の
で
あ
っ
て
、
現
時
点
で
は
「
時
期
尚
早
」
と
答
え
た
。
岸
は
、
ダ
レ
ス
が
重
光

に
対
し
て
「
木
で
鼻
を
く
く
っ
た
よ
う
な
、
全
く
相
手
に
し
な
い
態
度
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
し
て
岸
は
、
憲
法
改

大
統
領
と
会
談
し
た

(
J
o
h
n
 F• 

D
u
l
l
e
s
)

国
務
長
官
と
の
会
談
に
臨
ん
だ
と
き

の
状
況
は
、

し
ら
も
六
0
日
余
り

＂ 
し‘

,
1
j
'

心
冬
わ
っ
た
。
岸
は
政
権
発
Iii
二

り
¥
い
橋
湛
山
が
政
権
を
担
っ

一
九
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た
。
こ
の
報
道
に
つ
い
て

「
日
本
は
秘
密
保
護
能
力
i
p

)
/
 

t
i
 

/
、

J
 "‘
 

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 

最
新
鋭
ミ
サ
イ
ル
の

,
T
合
っ
て
い
な
い
か
ら
、

IIlllm
に
供
与
さ
れ
る
と

が
日
本
側
の
要
求
に
対
ー

い
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。

111 

汀
此
器
開
発
援
助
計
画

ま
だ
研
究
が
必
要
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
日
米
両
政
府
の
間
に
「
日
米
安
全
保
障
委
員
会
」
を
設
置
し
、
そ
こ
で
条

(553) 

約
実
施
上
の
間
題
を
議
論
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
五
七
年
一

0
月、

ソ
連
が
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
号
打
ち
上
げ
に
成
功
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
は
大
き
く
変
化
し
た
。
と

く
に
日
本
で
は
、
米
国
の
軍
事
的
優
位
を
前
提
と
し
た
安
保
政
策
が
破
綻
し
、
米
ソ
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

不
安
が
高
ま
っ
た
。
日
本
の
保
守
勢
力
か
ら
は
、

ン
ス
が
崩
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
今
こ
そ
米
国
に
最
新
鋭
ミ
サ
イ
ル
の
供
与
を
要
求
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
る
よ
う
に

実
は
以
前
か
ら
、

の
ピ
ギ
ン
ス

日
本
は
ナ
イ
キ
、

ソ
連
が
開
発
し
た
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
中
国
に
配
備
さ
れ
れ
ば
、
日
本
と
の
軍
事
ハ
ラ

コ
ー
ポ
ラ
ル
、

オ
ネ
ス
ト
ジ
ョ
ン
な
ど
、
最
新
鋭
ミ
サ
イ
ル
の
供
与
を
米
国
に
求
め
て
い
た
。

そ
の
ね
ら
い
は
、
ジ
ェ
ッ
ト
・
エ
ン
ジ
ン
と
同
じ
く
、
最
先
端
の
軍
事
技
術
を
日
本
に
導
入
し
、

日
本
の
兵
器
生
産
能
力
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
再
軍
備
を
支
援
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
、
在
日
軍
事
援
助
顧
問
団

(
M
A
A
G
J
)
団
長

(
G
e
r
a
l
d
 H
i
g
g
i
n
s
)

陸
軍
少
将
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
米
国
か
ら
日
本
に
最
新
鋭
兵
器
が
供
与
さ
れ
る
こ
と
で
、

日
米
間
の
防
衛
協
力
が
一
層
、
深
ま
る
と
い
う
効
果
も
見
込
ま
れ
て
い
た
。

な
っ
た
。

、こ。、、
t
カ ま

ず
は
実
質
的
な
修
正
か

の
が
岸
の
ね
ら
い
だ
っ

、
米
国
側
も
条
約
改
定
[
'
’

i
l
j
口
か
ら
安
保
条
約
の
修
正
ナ
畑

ixI

り〉

で
岸
は
、
在
日
米
軍
の

て
も
米
国
は
応
じ
な
い

）
と
で

（阪大法学） 66 (5-104) 976 



で
ポ
ス
ト
に
就
く
外
交

よ
っ
て
も
利
用
さ
れ

に
関
す
る
軍
事
情
門

る
。
こ
の
情
報
4
と

い
う
の
が
米
政
府
の
考
え
で

＼
一
の
と
き
、
米
政
府
が
懸
へ
〗
ー

的
な
姿
勢
を
続
け
て
い
る
と
、
日
本
を
切
り
捨
て
た
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
ま
い
、

しl

u本
で
は
、
そ
う
し
た
ポ
ペ
し

、
首
柑
だ
け
で
な
く
、

i
I
U米
軍
の
配
置
や
装
備
、

系と秘密保護

れ
日
本
が
独
自
に
兵
器
生
産
を
開
始
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
情
報
を
[
日
本
に
〕
公
開
す
る

た
め
に
は
秘
密
が
守
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
」
(
[

(58) 

を
示
し
た
。

]
内
小
島
）
と
し
て
、
現
状
で
は
日
本
側
の
要
求
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
の
見
解

マ
ソ
カ
ー
サ
ー
ニ
憔

(
D
o
u
g
l
a
s
M
a
c
A
r
t
h
u
r
,
 II)
駐
日
大
使
は
、
米
国
か
兵
器
供
与
に
消
極

日
本
政
府
に
は
、
新
た
な
法
的
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
、

日
本
国
内
で
中
立
主
義
が
台
頭
す
る
の
を
助
け

る
と
警
告
し
た
。
そ
の
上
で
同
大
使
は
、
日
本
の
秘
密
保
護
体
制
に
も
言
及
し
、
容
認
で
き
な
い
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク
を
と
も
な
う

示

59)

も
の
で
な
け
れ
ば
、
米
国
は
最
新
鋭
ミ
サ
イ
ル
の
供
与
を
日
本
に
行
な
う
べ
き
だ
と
訴
え
た
。

M
S
A
秘
密
保
護
法
と
日
米
技
術
協
定
で
秘
密
保
護
は
間
に
合
う
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
。
国
会
で
の
政
府
答
弁
に
お
い
て
も
、
米
国
か
ら
技
術
上
の
知
識
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
法
律
的
な
間
題
は
な
く
、

(60) 

M
S
A
秘
密
保
護
法
の
改
正
も
不
要
と
説
明
し
て
い
た
。

だ
が
米
政
府
と
し
て
は
、
日
本
と
の
共
同
防
衛
体
制
を
構
築
す
る
な
ら
ば
、
最
高
機
密
の
軍
事
的
な
秘
密
情
報
の
共
有
も
必
要
に
な

る
。
そ
の
た
め
、
日
本
政
府
の
い
う
や
り
方
で
は
不
十
分
で
、

日
本
の
軍
事
機
密
を
一
般
的
に
保
護
す
る
法
令
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
の
米
政
府
の
反
応
に
つ
い
て
、

日
本
側
か
ら
兵
器
供
与

＼
仄
討
す
る
方
針
で
あ
り
、

ー
に
研
究
開
発
を
行
な
い
、

{
う
も
な
い
」
と
否
定
し
ナ
ハ
ー

(57) 

る
と
語
っ
た
。

J
J
y

い
人
~
ー
洋
地
区
総
司
令
官
の
ス

の
で
あ
れ
ば
、

＜
き
る
態
勢
を
整
え
て
も

しぶ

海
軍
大
将
も
、
米
軍
し

66 (5-105) 977 〔2017.1〕



岸
は
、
将
来
の
安
保
改
定
を
に
ら
ん
だ
日
米
防
衛
協
力
の
発
展
の
た
め
に
は
、
防
衛
に
関
す
る
秘
密
を
限
定
的
に
保
護
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
一
般
的
に
保
護
す
る
法
律
が
必
要
だ
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
題
で
の
岸
の
意
向
は
、

6
 ゜

一
九
五
八
年
夏
ま
で
に

56
 
6
 

(61) 

米
国
側
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
マ
ソ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
、
「
甚
だ
結
構
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、

学法大阪

す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
、
「
新
立
法
の
話
が
出
来
る
な
ら
甚
だ
や
り
よ
く
な
る
」
と
し
て
、
岸
の
決
意
を
歓
迎

(62) 

し
た
。大

使
と
の
会
談
後
、
岸
は
目
民
党
治
安
対
策
委
員
会
に
対
し
て
、
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
案
を
ま
と
め
る
よ
う
に
指
示
を
出
し
た
。

同
委
員
会
は
、
治
安
対
策
に
関
す
る
立
法
と
治
安
機
構
の
整
備
を
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
岸
の
指
示
を
受
け
て
一
九

五
八
年
九
月
二
二
日
、
「
諜
報
活
動
取
締
ま
り
等
に
関
す
る
法
律
案
」
（
防
諜
法
案
）
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ

(63) 

る
と
、
法
案
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

-
）
諜
報
活
動

-
)
防
衛
秘
密
の
範
囲
と

分
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
」
(
[

同
年
八
月
に
は
、
岸
自
身
が
直
接
、

な
い
。

｀
チ
冗
不
用
意
に
渡
せ
な
い

こ
よ
、
も
っ

ー

~
9
,
~

ol
八
物
に
対
し
て
法
律
上
、

〗1
1
1叶
パ
洩
を
防
止
す
る
こ
と
を
日

I
Y
J
い

]
内
小
島
）
と
述
べ
、
そ
の
決
意
を
示
し
た
。
本
国
政
府
に
日
本
へ
の
軍
事
援
助
を
説
得

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
に
対
し
て
、
「
自
分
は

I I 
必

の
内
容
、

伽
理
や
モ
ラ
ル
に
期
待
す
―
ハ

[
秘
密
保
護
の
法
案
を
〕
提
出
す
る
意
向
で
あ
り
多

の
間
の
約
定
、

お
よ

昌
コ
然
の
こ
と
だ
っ
た

y
ぃ
以
府
が
日
本
に
高
度
な
軍
Ji
仄

て
い
な
か

の
政
府
高
官
か
ら

978 



系と秘密保護

以
後
の

'

□

11
民
党
が
大
勝
し
、

ー
」
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る

り〉

□

民
か
ら
の
信
任
が
得
ら

い
諜
法
案
の
内
容
が
検
討
x
ニハ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

―
-
）
 

し＼

に
関
す
る
情
報
。

用
暗
号
、
②
日
本
0

以
治
的
基
盤
も
安
定
し
て
い

（
自
衛
隊
の
編
成
、
任
務
、

而
四
）
防
衛
秘
密
の
漏
洩
を
陰
謀
、
教
唆
、
扇
動
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

（
五
）
防
諜
法
案
は
、
そ
の
成
立
に
と
も
な
い
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
と
刑
事
特
別
法
を
包
括
す
る
。

こ
れ
を
見
て
注
目
し
た
い
の
は
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
と
比
較
し
て
、
防
衛
秘
密
の
範
囲
が
大
き
く
拡
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
で
は
、
米
国
が
M
S
A
援
助
で
日
本
に
供
与
し
た
装
備
品
や
情
報
な
ど
の
秘
密
だ
け
が
防
衛
秘
密

の
対
象
だ
っ
た
。
だ
が
防
諜
法
案
で
は
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
と
刑
事
特
別
法
を
包
括
す
る
と
と
も
に
、
防
衛
に
関
す
る
外
交
交
渉
や

軍
事
的
な
取
り
決
め
な
ど
も
防
衛
秘
密
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
日
米
の
防
衛
協
力
を
軍
事
援
助
だ
け
で
な
く
、

共
同
の
軍
事
計
画
や
作
戦
行
動
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
防
諜
法
案
で
は

M
S
A
秘
密
保
護

法
よ
り
も
罰
則
を
強
化
し
、
秘
密
漏
洩
の
抑
止
効
果
を
高
め
る
措
置
も
講
じ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
防
諜
法
案
は
、
防
衛
秘
密
の
内
容
を
日
米
の
防
衛
協
力
に
関
わ
る
分
野
一
般
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
も
し
こ
の

法
案
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
日
米
の
共
同
防
衛
体
制
は
秘
密
情
報
を
幅
広
く
共
有
で
き
る
枠
組
み
と
な
り
、
よ
り
緊
密
な
も
の
に
な
っ

11
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
ろ

首
柑
と
し
て
初

/
：
外
口
政
府
よ
り
供
与
さ
れ

66 (5-107) 979 〔2017.1〕



責
任
を
取
る
形

、
池
田
も
佐
藤
も
安
保
戸
開

八
終
的
に
岸
は
、

そ
の
発
端
は
、

あ
る
。

は
可
能
と
判
断
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

岸
に
代
わ
っ
て
池
田
勇
人

I
I
\
1
1
1
仄
保
条
約
を
自
然
承
認
で
凰
~
ー

S

経
済
成
長
に
よ
っ ）
と
に
な

が
、
国
内
政
治
口

（阪大法学） 66 (5-108) 980 

＞
 

だ
が
岸
は
、
そ
れ
を
乗
り

LJJ

と
に
現
れ
て
い
る
。

の
見
通
し
は
一
九
五

I 1 

の
方
針
を
変
更
し
、

の
内
容
を
め
ぐ

と
こ
ろ
が
、
防
諜
法
案
は
結
局
、
国
会
に
上
程
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
国
内
の
政
局
が
ひ
ど
く
混
乱
し
た
か
ら
で

一
九
五
八
年
一

0
月
に
上
程
さ
れ
た
警
職
法
（
警
察
官
職
務
執
行
法
）
改
正
法
案
が
国
民
的
な
反
発
を
引
き
起
こ
し

た
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
岸
は
、
現
行
の
警
職
法
で
は
警
察
の
権
限
が
弱
く
、
集
団
的
暴
力
へ
の
取
締
り
が
十
分
に
行
な
え
な
い
こ

と
に
懸
念
を
持
っ
て
い
た
。
警
職
法
改
正
は
そ
の
不
備
を
補
う
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
が
、
戦
前
の
治
安
維
持
法
の
復
活
と
批
判
さ
れ
、

国
会
で
の
審
議
が
中
断
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
状
況
は
、
岸
が
翌
月
、
同
法
案
を
審
議
未
了
、
廃
案
に
し
た
こ
と
で
収
ま
っ
た

(66) 

が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
岸
の
政
治
的
な
求
心
力
が
低
下
し
、
自
民
党
内
の
権
力
闘
争
が
激
化
す
る
結
果
を
招
い
た
。

政
局
の
混
乱
を
受
け
て
、
岸
は
安
保
改
定
を
最
優
先
課
題
と
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
党
内
調
整
に
多
大
な
努
力
を
強
い
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
防
諜
法
案
に
関
し
て
は
、
赤
城
宗
徳
防
衛
庁
長
官
が
「
新
安
保
条
約
が
批
准
さ
れ
た
あ
と
に
回
し
た
ほ
う
が

い
い
」
と
発
言
し
た
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
政
局
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
国
会
へ
の
法
案
提
出
に
否
定
的
な
意
見
が
政
権
内
で
強
ま
っ

た
。
こ
の
た
め
、
防
諜
法
案
の
成
立
に
向
け
た
気
運
は
大
き
く
後
退
し
た
。

る
と
は
い
え
、

こ
と
は
避
け
ら
い

カ
ー
サ
ー
大
使
に
山
し
八
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~
芯
:
ん
作
戦
行
動
な
ど

で
き
る
こ

し¥

HIJ
提
と
し
て
、
日
本
の

が
前
述
し
た
よ
う
に
、

げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

だ
、
保
守
勢
力
か
ら
機
字
ふ
rlI
汀

基
盤
を
安
定
さ
せ
る
こ

て
し
ま
っ
た
。

な
ど
、
き
わ
め

こ
、
す
な
わ
ち
日
本
に
供
り
ー
ぐ
／
〗

る
こ
と
は
し
ば

し
た
。
そ
の
方
針
の
な
か

I
[

な
ら
ず
、
軍
事
戦
略
や
仇
爪

一
九
六
一
年
の
第
二
次
防
衛
力
整
備
計
画
（
二
次
防
）
に
基
づ
き
、

(69) 

対
空
ミ
サ
イ
ル
が
導
入
さ
れ
、
航
空
自
衛
隊
に
ナ
イ
キ
部
隊
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
米
国
か
ら
の
兵
器
供
与
に
つ
い
て
は
、

M
S
A
秘
密
保
護
法
と
日
米
技
術
協
定
で
間
に
合
う
と
見
て
い
た
日
本
政
府
の
当
初
の
判
断
は
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
防
衛
庁
が
米
国
か
ら
の
要
求
を
受
け
て
「
防
衛
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
訓
令
」
を
通
達
し
、
秘
密
保
護
の
強
化
を

図
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
訓
令
は
四
六
項
目
に
及
び
、
防
衛
秘
密
を
電
倍
で
伝
達
す
る
際
に
は
所
定
の
暗
号
を
使
用
す
る

（
一
九
条
）
、
電
話
に
よ
る
防
衛
秘
密
の
伝
達
禁
止
（
―
-
八
条
）
、
機
密
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
文
書
の
保
管
容
器
を
使
い
分
け
る

（
三
五

一
九
六
二
年
末
、
米
国
か
ら

で
北
朝
鮮
が
絡
ん
だ
ス
パ
イ
事
件
が
発
生
し
た
と
き
、
自
民
党
で
は
い
わ
ゆ
る
国
防
族
と
し
て
知
ら
れ
た
船
田
中
が
「
外
交
機
密
は
と

も
か
く
、
国
防
上
の
機
密
に
限
っ
て
保
護
立
法
を
す
べ
き
」
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
米
国
が
日
本
に
最
新
鋭
兵
器
を
提
供
し
な
い

と
警
告
し
て
い
る
。
ま
た
戦
後
、
自
民
党
治
安
対
策
特
別
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
長
く
務
め
た
元
警
察
官
僚
の
相
川
勝
六
も
、
「
個
人(68) 

に
プ
ラ
イ
ハ
シ
ー
が
あ
る
よ
う
に
、
国
家
の
機
密
も
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
法
制
化
を
急
ぐ
よ
う
に
主
張
し
た
。

だ
が
、
池
田
・
佐
籐
両
政
権
は
、
こ
う
し
た
声
を
受
け
な
が
ら
も
、
防
諜
法
案
の
国
会
提
出
に
向
け
て
動
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
消
極
的
な
態
度
を
生
ん
だ
別
の
要
因
と
し
て
、
防
諜
法
が
な
く
て
も
米
国
が
最
新
鋭
兵
器
を
日
本
に
供
与
し
始
め
た
こ
と
が
挙

九
六
七
年

一月、

の
審
議
に
か
け

66 (5-109) 981 〔2017.1〕



米
国
が
主
導
す
る
西
側
間
：
＇

11本
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

は
、
地
理
的
な
位
置
や
闘
□

告
せ
ず
、

ー
い
局
米
国
は
、

結
論

で
も
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
応
じ
た
。
そ
う
ず
ぅ
口

終
~
和
独
立
後
の
進
路
を
切
り
い

しぶ

い
だ
が
、
当
時
の

111こ
含
む
連
合
国
と
講
和
し
、

IP
ら
日
本
と
協
力
す
る
こ

て
自
衛
隊
陸
将
補
を
務
め
た
平
城
弘
通
氏
は
、
そ
の
回
顧
録
の
な
か
で
、
自
衛
隊
と
在
日
米
軍
の
間
に
は
当
初
、
防
衛
庁
長
官
に
も
報

一
九
六

0
年
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
内
部
的
に
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
極
秘
の
連
絡
会
議

(
J
A
会
議
）
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
非
公
式
会
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
日
米
の
情
報
協
力
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
日
米
の
共
同
防
衛
体
制
を
運
営

す
る
上
で
健
全
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
防
諜
法
案
の
挫
折
は
、
日
米
の
防
衛
協
力
に
お
け
る
相
互
性
を
高
め
る
機
会
ま

米
ソ
冷
戦
の
到
来
は
、
米
国
に
同
盟
国
や
友
好
国
と
連
携
し
た
情
報
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
急
が
せ
た
。

ア
ジ
ア
に
か
け
て
広
大
な
領
土
を
持
つ
国
で
あ
り
、
米
国
だ
け
で
そ
の
動
向
を
監
視
し
、
冷
戦
を
戦
う
た
め
の
政
治
、
経
済
、
軍
事
情

報
を
収
集
す
る
こ
と
に
は
地
理
的
な
限
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

米
国
は
、
日
本
に
も
協
力
を
期
待
し
た
。
と
く
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
極
東
で
の
情
報
力
不
足
を
痛
感
し
た
こ
と
か
ら
、
米
国
と

ば
な
ら
な
い

訪
衛
協
力
が
一
層
、
緊
密
[
l

一
般
的
に
保
護
す
る
法
〈
ロ

て
い
た
よ
う
で
あ
る

日
時
に
日
米
安
保
条
約
を
ゲ
ロ
忙

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ら、つ。

□
:
1
1〗
ふ
叫
を
汲
み
、ソ

連
は
欧
州
か
ら

防
諜
法
案
と
い

（阪大法学） 66 (5-110) 98:> 



系と秘密保護

1
政
に
関
す
る
正
し
い

□

主
主
義
は
そ
も
そ
も
、

の
創
設
や
秘
密
保
護
の

だ
が
、
講
和
独
立
後
、

I' ) 

こ
の
面
で
の
米
国
と
の
情
報
協
力
を
歓
迎
し
た
。

こ
ら
な
い
。
だ
が
、

っ
た
。
そ
の
こ
と
も
ふ

供
与
し
た
。
同
時
に
そ
の
防
衛
力
強
化
を
支
え
る
た
め
に
、
米
国
か
ら
の
兵
器
供
与
に
と
も
な
う
軍
事
技
術
の
移
転
に
よ
っ
て
日
本
の

防
衛
生
産
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
で
、
米
国
か
ら
の
兵
器
供
与
に
は
単
に
自
衛
隊
の
装
備
充
実
だ
け
で
な
く
、
軍
事
技

術
に
関
す
る
知
的
基
盤
の
整
備
を
支
援
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
日
本
も
ま
た
、
防
衛
産
業
の
少
し
で
も
早
い
再
建
を
望
ん
で
お
り
、

日
米
の
情
報
協
力
が
円
滑
に
発
展
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
日
本
が
米
国
と
の
情
報
協

カ
の
た
め
の
体
制
を
十
分
に
整
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
日
本
は
米
国
と
の
情
報
協
力
に
向
け
て
、
集
権
的
な
情
報

機
関
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
当
初
の
構
想
か
ら
大
き
く
縮
小
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
情
報
協
力
の
前

提
条
件
と
な
る
秘
密
保
護
の
法
整
備
も
、

き
た
も
の
の
、
軍
事
機
密
を
一
般
的
に
保
護
す
る
内
容
の
法
律
は
で
き
な
か
っ
た
。

秘
密
保
護
を
名
目
と
し
て
、
軍
部
や
警
察
が
言
論
や
思
想
を
封
殺
す
る
政
治
的
な
弾
圧
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
初
期
の
国
民
の
記

憶
に
生
々
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
戦
後
、
民
主
主
義
の
理
念
が
普
及
し
、
国
民
主
権
の
政
治
が
理
想
と
さ
れ
る
な
か
、
新
し
い
情

3
 
8
 ，
 

な
ぜ
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
第
一
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
秘
密
保
護
に
対
す
る
国
民
的
な
反
発
の
強
さ
で
あ
る
。
戦
前
、

5
 
6
 
6
 

ls国
と
の
情
報
協
力
は
、

n↑
ロ

口
八
価
値
あ
る
貢
献
と
考
え
4
□

い
て
軍
事
的
貢
献

t:／
ロ
ぅ
/

M
S
A
援
助
で
供
与
さ
れ
た
装
備
品
や
情
報
な
ど
に
含
ま
れ
る
秘
密
を
保
護
す
る
法
律
は
で

、
民
主
主
義

す
る
政
治
で
あ
る
。
そ

め
に
も
必
要
だ
っ
た
。

の
法
整
備
は
、
た
と
え
ど
口
ぃ

政
治
指
導
者
は
国
民
に

し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。

□

9

ぐ
，
め
に
、
自
国
の
兵
器
を

日
本
が
果
た
／

〔2017.1〕



へ
の
報
告
義
務
が

C
I
へ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
て

C
I

軍
部
が
強
く
反
発
ー
と
ー

い
は
、
そ
れ
が
国
益
上
、
難
し
い
な
ら
、
秘
密
情
報
の
内
容
は
公
表
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
秘
密
情
報
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
つ

だ
が
、
そ
う
し
た
仕
組
み
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
適
切
に
運
用
す
る
に
は
、
国
民
の
側
に
政
治
指
導
者
と
政
府
に
対
す
る
一
定
の
倍
頼

だ
が
当
時
の
日
本
に
は
、
そ
の
感
覚
は
ま
だ
十
分
に
育
っ
て
い
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
国
民
は
秘
密
保
護
の
危
険
性
だ
け
に
注
目
し

2
 

5
 
6
 
6
 

が
必
要
で
あ
り
、
双
方
に
民
主
主
義
と
秘
密
保
護
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
政
治
を
考
え
、
実
行
し
て
い
く
ハ
ラ
ン
ス
感
覚
が
求
め
ら
れ
る
。

学法大阪

一
方
、
政
府
は
、
そ
う
し
た
国
民
の
不
安
を
払
拭
す
る
こ
と
の
難
し
さ
か
ら
、
秘
密
保
護
の
仕
組
み
を
作
る
努
力
を
怠

次
に
挙
げ
る
べ
き
理
由
は
、
戦
前
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
官
庁
間
の
縄
張
り
争
い
に
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
と
く
に
外
務
省
は
「
新
情
報
機
関
」
構
想
に
強
く
反
発
し
、
協
力
を
拒
ん
だ
。
外
務
省
は
対
外
情
報
の
収
集
、
分
析
と
い
う
担

当
業
務
が
警
察
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
ま
た
、
他
国
政
府
と
の
連
絡
や
調
整
に
あ
た
っ
て
、
外
務
省
以
外
の
ル
ー
ト
が
使
わ
れ

る
こ
と
に
も
嫌
悪
感
を
示
し
た
。
対
外
業
務
の
独
占
に
よ
っ
て
他
の
省
庁
に
対
す
る
権
限
上
の
優
位
を
確
保
し
て
き
た
外
務
省
に
と
っ

て
、
そ
の
優
位
を
崩
し
か
ね
な
い
情
報
機
関
の
創
設
は
認
め
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

っ
と
も
、
｝

し＼

ロ
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い

り
が
ち
に
な
っ
た
。

が
ち
に
な
り
、

口
”9
る
情
報
活
動
の
指
揮
権
し
人

い
て
は
明
ら
か
に
す
る
仕
組
み
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に

ぐ
す
い
。

1
1
1家全
体
の
利
益
を
考
え
f
I
:

〗

国
民
に
対
し

つ

v' 

[LI 

，
ぽ
戦
後
、
大
統
領
へ
の

乃ー／＇
9
§
'

口
に
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

る
だ
け
の
も

98°1 
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そ
れ
が
戦
前
へ
の

ー
％
て
一
と
、
日
本
の
平
和
と
独
し
11

と
を
強
調
し
た
が
、

ls国
と
の
情
報
協
力
も
同
い
＇
人
爪

政
府
側
は
「
新
情
報
機

mー

〈
ぶ
□

報
収
集
や
情
報
分
析
・

(72) 

な
ど
を
担
当
す
る
大
統
領
直
属
の
情
報
機
関
と
し
て
、
米
国
の
対
外
政
策
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

「
新
情
報
機
関
」
構
想
で
は
、
米
国
と
の
情
報
協
力
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
新
組
織
の
地
位
や
機
能
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
の

地
位
や
機
能
に
法
的
根
拠
を
付
与
す
る
と
い
う
議
論
に
ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
過
程
で
外
務
省
の
反
発
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

構
想
実
現
に
向
け
て
官
僚
的
な
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
工
夫
を
出
す
力
が
政
治
家
の
側
に
な
か
っ
た
の
で

第
三
の
理
由
は
、
そ
の
こ
と
に
も
関
係
す
る
が
、
米
国
と
の
情
報
協
力
を
国
全
体
と
し
て
推
進
す
る
た
め
の
政
治
的
な
環
境
が
整
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
吉
田
も
岸
も
、

日
本
が
西
側
陣
営
の
一
員
と
し
て
国
際
社
会
に
復
焔
し
た
か
ら
に
は
、
そ
の

地
位
を
少
し
で
も
高
め
る
た
め
に
「
で
き
る
こ
と
な
ら
何
で
も
や
る
ぞ
」
（
吉
田
）
と
い
う
心
意
気
で
日
米
の
防
衛
協
力
を
推
進
し
よ

(73) 

う
と
し
た
。
た
だ
国
力
の
問
題
や
憲
法
上
の
制
約
な
ど
か
ら
、
日
本
に
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
米
国
と
の
情
報
協

力
は
、
そ
う
し
た
制
約
に
必
ず
し
も
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
米
国
の
期
待
に
も
応
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
戦
後
の
日
本
で
は
、
米
ソ
冷
戦
を
反
映
し
て
、
防
衛
論
議
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
対
立
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か

っ
た
。
米
国
と
の
防
衛
協
力
に
関
し
て
も
賛
否
が
大
き
く
分
か
れ
て
お
り
、
反
対
派
は
い
か
な
る
協
力
も
憲
法
上
の
理
念
に
反
す
る
と

あ
る
。

nil1
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ

し¥

l
A
は
政
府
内
の
情
報
集
＂
（

八
JJ成
立
）
な
ど
、

C
I
A
の

こ
法
律
を
作
り
、

の
反
発
を
抑
え
る
こ
と

C
I
A
 

yい
9
1
〈
岱
ゲ
国
家
安
全
保
障
法
(

VJ
法
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
／

る
と
と
も

や
C
I
A
法
（
一
九
四
几
↑
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あ
る
。

国
家
間
の
情
報
協
力
戸

II
ゾ：

す
る
こ
と
は
、

し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
＇
i
〔ぃ

ま
で
進
展
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
た
。
米
国
は
、
日
米
の
情
報
協
力
が
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
可
能
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
つ

つ
、
そ
の
進
展
を
見
守
っ
て
い
た
。
だ
が
日
本
で
は
、
安
保
改
定
時
に
防
諜
法
案
が
挫
折
し
た
後
、
「
低
姿
勢
」

な
か
で
、
秘
密
保
護
の
た
め
の
本
格
的
な
法
整
備
は
先
送
り
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
に
対
す
る
米
国
の
不
安
は
払
拭
さ
れ
ず
、
両

こ
の
不
健
全
さ
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
意
見
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
非
公
式
な
ル
ー
ト
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
米
国
か
ら
日
本
に
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
で
き
る
か
ら
で

し
か
し
秘
密
保
護
の
法
整
備
が
不
十
分
な
ま
ま
で
は
、
外
部
に
漏
れ
た
と
し
て
も
大
き
な
リ
ス
ク
に
な
ら
な
い
情
報
し
か
、

は
提
供
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
非
公
式
な
形
で
の
情
報
協
力
は
、
取
り
扱
い
の
責
任
が
あ
い
ま
い
に
な
る

の
で
、
情
報
が
適
切
に
管
理
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
状
況
を
放
置

日
米
の
相
互
的
な
防
衛
協
力
の
発
展
に
と
っ
て
も
、
ま
た
民
主
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
も
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

安
保
改
定
か
ら
半
憔
紀
以
上
が
経
過
し
た
―

1
0
一
三
年
―
二
月
、
特
定
秘
密
保
護
法
が
成
立
し
た
が
、
こ
の
法
律
の
間
題
意
識
も
そ

”
§
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
の
情
報
協
力
に
は
不
健
全
な
部
分
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

お
け
る
日
米
の

AL
を
可
能
に
す
る
日
本
側

爪
り
ま
と
め
に
成
功
し
た

い
[JLC
ロ
□

な
要
因
に
大
き
く
左
右
}
ぶ
]
い

る
こ
と
は
で
き
4

:

／

の
存
在
に
よ
っ
て
、

り〉

• 
T
h
e
 Difficulties 

and 

の
保
守
政
治
が
続
く

日
本
に

l
'
l
,

＼
ー
に
秘
密
保
護
の
法
整
備
が
こ

ロ
ロ
り
た
取
り
組
み
は
、
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M
e
e
t
i
n
g
,
 J
u
n
e
 6
 
1
9
5
2
 

＼＼ 

(l 

A
C
S
,
 G
 ,
 
2
 
C
(
E
)
D
,
 G
C
,
 

12)

も

っ

と

も

有

名

な

例

；

，

；

校

で

ソ

連

通

と

し

て

知

ら

ト

・

ゲ

ー

レ

ン

(
R
e
i
n
h
a
r
c

hlen)

が
一
九
四
六
年
に
釧

が

、

一

九

四

九

年

四

月

、

化

；

＼

T
o
)
の

成

立

に

と

も

な

い

し

、

さ

ら

に

一

九

五

五

年

七

j
.

ィ
ン
ハ
ル
ト
・
ゲ
ー
レ
ン
／
↑

首
相
直
轄
の
情
報
機
関
、
古
＇
，
こ
し
て
正
式
に
発
足
し
た
。
｝
／

龍
夫
訳
『
諜
報
・
工
作
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ゲ
ー
レ
ン
回
顧
録
」
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

(
1
3
)
u
k
u
s
A
協
定
に
も
と
づ
く
英
語
圏
五
カ
国
の
通
信
情
報
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
す
る
と
よ
い
。

Jeffrey
T
.
 

R
i
c
h
e
l
s
o
n
 a
n
d
 D
e
s
m
o
n
d
 Ball, 
T
h
e
 T
i
e
s
 
T
h
a
t
 B
i
n
d
・'[ミミ
uge)[ミ
e

Cミ
ミ

p
ミ、ミ
iミ
i
b
e
[
U
)
C
e
}
l
[
h
e
u
k
`
U
S
A
 C
o
zミ
b‘ies
ー

u
h
e
u
}
l
i
[
e
d

k
i
}
i
g
d
ミ
n
、
[
h
e
U
}ミ
e
d
S
tミ
es
o
f
 A
m
e
r
i
c
a
,
 
C
ミ
ミ
d
d
、
A
u
s
t
r
a
l
ミ
ミ
zd
N
e
w
 Z
e
ミ
ミ
i
d
(
B
o
s
t
o
n
"
 Un
w
i
n
 H
y
m
a
n
,
 1
9
8
5
)
;
 
J
a
m
e
s
 B
a
r
n
 ,
 

ford, 
T
h
e
 P
u
認
[e
 Pa
l
a
c
e
:
 A
 R
e
p
 0ミ
ミ
z
A
m
e
r
i
c
a
'
s
 M
o
s
t
 S
e
c
r
e
t
 A
g
e
n
c
y
 (
N
e
w
 Y
o
r
k
 "
 Pe
n
g
u
i
n
 B
o
o
k
s
,
 1
9
8
2
)
.
 
pp. 3
9
1ー

4
2
5
.

(14)

吉
田
『
緒
方
竹
虎
と

C
I
A
」
一
五
ニ
―
六
じ
頁
。

(15)

第
一
五
回
匡
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
六
号
(
-
九
五
二
年
―
一
月
二
六
日
）
。

(16)

『
朝
日
新
聞
』
（
東
京
版
）
一
九
五
二
年
―
二
月
二
九
日
付
朝
刊
。

(17)

実
際
、
ア
メ
リ
カ
は
、
西
ド
イ
ツ
と
一
九
五
四
年
一

0
月
、
パ
リ
協
定
を
締
結
し
、
北
大
西
洋
条
約
に
基
づ
く
防
衛
協
力
の
枠
組
み
を
作
る

と
と
も
に
、
西
ド
イ
ツ
の
情
報
機
関
と
取
り
決
め
を
交
わ
し
、
情
報
協
力
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
た
。
ゲ
ー
レ
ン
『
諜
報
・
エ
作
』
一
四
0
|
-

四
三
頁
、
二

0
七
ー
ニ
―
四
頁
。

(
1
8
)
'
'
M
e
e
t
i
n
g
 of G
e
n
e
r
a
l
 R
i
d
g
w
a
y
 a
n
d
 M
r
・
Y
o
s
h
i
d
a
,
"
 F
e
b
r
u
a
r
y
 
10, 1
9
5
2
,
 
R
G
 55
4
,
 
A
s
s
i
s
t
a
n
t
 C
h
i
e
f
 of Staff, 
G
 ,
 
2
 
C
o
 ,
 
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 

(
E
x
e
c
u
t
i
v
e
)
 Division, G
e
n
e
r
a
l
 C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
,
 1
9
4
6
ー1
9
5
2

(
以
下
、

A
C
S
,
G
 ,
 
2
 
C
(
E
)
D
.
 G
C
,
 1
9
4
6
ー1
9
5
2
と
略
す
）

,
 
B
o
x
 71. 
F
o
l
d
e
r
 "
 

3
3
7
.
 

(19)
＇
'
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
l
 G
u
i
d
a
n
c
e
 for t
h
e
 T
e
c
h
n
i
c
a
l
 R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
ー

ICCJ,"
u
n
k
n
o
w
n
.
 R
G
 55
4
,
 
A
C
S
,
 G
 ,
 
2
 
C
(
E
)
D
,
 G
C
,
 1
9
4
6ー

1
9
5
2
,

B
o
x
 71, F
o
l
d
e
r
 "
 
3
3
4
 I
C
C
J
 

20)

な
お
、
匡
家
公
務
員
戸
il
、

で
、
こ
の
罰
則
が
初
め

21)
三，

Intelligence

I I 

次
改
正
時
(
-
九
四
八
年
―
ニ
ー
，
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系と秘密保護

1
9
5
2
.
 
B
o
x
 71, Folder: 3
3
1
 

22)•• 

Fifth C
o
m
b
i
n
e
d
 Mi. 

23) 
Ibid. 

24)

第
一
五
回
国
会
衆
議

ra□□

1
1
.
l
1入
〈
へ
〈
＂
ー
）
が
し
一
八
号
(
-
九
五
二
年
一
―

J

(25)

「
新
情
報
機
関
」
構
想
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
有
馬
『
C
I
A
と
戦
後
日
本
」
一
八
八
一
九
七
頁
。

(26) 
File N
o
.
 4
4
ー5
ー3
ー1
2
6
.

"
C
a
b
i
n
e
t
 R
e
s
e
a
r
c
h
 C
h
a
m
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 D
e
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 Files, 
B
o
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ta T
a
k
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 Vol. I
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(27)

『
朝
日
新
間
』
（
東
京
版
）
一
九
五
三
年
一
月
一

0
日
付
朝
刊
。

(28) 
File 
N
o
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 4
4ー

5
ー

3
-
3
6
5
,

"
C
a
b
i
n
e
t
 R
e
s
e
a
r
c
h
 C
h
a
m
b
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"
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e
c
e
m
b
e
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 1
9
5
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.
 
R
G
 26
3
,
 
C
I
A
 N
a
m
e
 Files, 
B
o
x
 9
6
.
 
Folder: 
O
g
a
t
a
 

T
a
k
e
t
o
r
a
,
 Vol. III. 

(29) 
File No• 

K
A
P
O
K
.
 O
c
t
o
b
e
r
 1
6
,
 
1
9
5
5
,
 
R
G
 26
3
.
 
C
I
A
 N
a
m
e
 Files. B
o
x
 96
,
 
Folder: O
g
a
t
a
 T
a
k
e
t
o
r
a
,
 Vol. III. 

(30)

読
売
新
聞
戦
後
史
班
福
『
陪
和
戦
後
史
「
再
軍
備
」
の
軌
跡
」
（
中
央
公
諭
新
社
、
二

0
一
五
年
）
四
三
三
ー
四
四
二
頁
。

(31)

「
資
料
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
交
渉
経
過
録
」
『
立
命
館
法
学
』
第
七
号
(
-
九
五
四
年
）
四
七
ー
四
八
頁
。

(
3
2
)
M
S
A
協
定
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ソ
ド
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
「
日
米
安
保
体
制
の
変
容

M

S

A
協
定
に
お
け
る
再
軍
備

に
関
す
る
了
解
」
（
ニ
・
完
）
『
法
学
論
叢
」
第
―
ニ
―
巻
第
四
号
(
-
九
八
七
年
）
―

1
0
|
―
二
五
頁
。
加
籐
洋
子
「
相
互
防
衛
援
助
協
定
網

の
展
開
憲
法
九
条
、
経
済
優
先
路
線
そ
し
て
輸
出
統
制
」
『
匡
際
政
治
』
第
一

0
七
号
(
-
九
九
四
年
）
一
三
―
―
四

0
頁。

（
翌

M

S

A
秘
密
保
護
法
の
解
説
と
し
て
は
、
宮
崎
清
文
「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
に
つ
い
て
」
『
警
察
学
論
隻
』
第

T

七
巻
第
七
号
(
-
九
五
四
年
）
三
三
五
五
頁
。

5

(34)

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
装
備
品
」
と
は
、
船
舶
、
航
空
機
、
武
器
、
弾
薬
そ
の
他
の
装
備
品
、
お
よ
び
資
材
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
沿

「
防
衛
秘
密
」
と
は
、
M
Q
い
~
，
口

□
1
i
]工
匡
か
ら
供
与
さ
れ
た
装
備
昇
＇
ー
ぶ
＼
＼
爪
；
了
人
は
性
能
、
（
口
）
製
作
、
保
管
ふ
）

3

は
修
理
に
関
す
る
技
術
、
（
ハ
〗
、
品
目
お
よ
び
数
量
で
あ
り
、
了

i□
[
＼
)
る
情
報
も
含
ま
れ
る
。

｝
）
自
然
秘
と
指
定
秘
の
7

、
十
上
信
・
高
橋
憲
一
•
島
田
知
久
甑
ぃ

□

訊
第
二
版
」
（
内
外
出
版
、

―
二
年
）
六
0
九
ー
六
一
(
i
:
!

―
国
家
秘
密
法
戦
時
下

B

天
{
〗

u
」
（
イ
ク
ォ
リ
テ
ィ
、
一
九

1
9
5
2
,
 
R
G
 55
4
,
 
A
C
S
,
 G
 
,
2
 

71. Folder: 3
3
4
 I
C
C
J
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年
）
一

0
五
頁
。

36)

林
武
・
和
田
朋
幸
・

（二

0
1
0
年
）
九
九
ー

ぷ
）
同
八
八
ー
九
八
頁
、

(38)

第
一
九
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
四
号
(
-
九
五
四
年
四
月
二
七
日
）
。

(39)

第
一
九
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
四

0
号
(
-
九
五
四
年
四
月
二
四
日
）
。

(40)

第
一
九
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
七
号
(
-
九
五
四
年
四
月
三

0
日）。

(41)

第
一
九
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
三
四
号
(
-
九
五
四
年
四
月
一
四
日
）
。

(42)

第
一
九
回
匡
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
三
号
(
-
九
五
四
年
五
月
―
一
日
）
。

(43)

第
一
九
回
匡
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
八
号
(
-
九
五
四
年
五
月
一
日
）
。

(44)

田
中
明
彦
『
安
全
保
障
戦
後
50
年
の
模
索
」
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
―
-
七
―
一
九
頁
。

(45)

再
軍
備
間
題
を
め
ぐ
る
改
進
党
｀
鳩
山
自
白
党
の
動
向
に
関
し
て
は
、
植
村
秀
樹
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
罰
」
（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）

一
九
―
|
―
九
九
頁
、
大
嶽
秀
夫
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
戦
後
日
本
の
防
衛
観
」
（
講
談
社
、
二

0
0
五
年
）
一
五
四
ー
ニ
ニ
ニ
頁
。

(46)

第
一
九
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
四
六
号
(
-
九
五
四
年
五
月
二
六
日
）
。

(47)

第
一
九
回
匡
会
衆
議
院
本
会
議
会
議
録
第
五
じ
号
(
-
九
五
四
年
五
月
二
九
日
）
。

(48)

田
中
『
安
全
保
障
」
一
五
三
一
五
五
頁
。

(49)

日
本
航
空
宇
宙
二
業
会
『
日
本
の
航
空
宇
宙
二
業

50
年
の
歩
み
」
（
日
本
航
空
宇
宙
二
裳
会
、
二

0
0
三
年
）
一
四
一
五
頁
、
読
売
新

聞
戦
後
史
班
『
昭
和
戦
後
史
」
四
四
九
四
五
一
頁
。
ち
な
み
に
、
日
米
技
術
協
定
の
正
式
名
称
は
、
「
防
衛
目
的
の
た
め
に
す
る
特
許
権
及
び

技
術
上
の
知
識
の
交
流
を
容
易
に
す
る
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
」
で
あ
る
。

00)

増
田
弘
『
自
衛
隊
の
丁
〕
9

r

メ
リ
カ
」
（
中
央
公
論
新
杜
＼
＼

ol)

匡
防
会
議
の
設
置
に
門
/
r

「
変
わ
り
ゆ
く
内
閣
安
全
保
吟
尺
口

五
年
）
三
ニ
ー
五
四
頁
。

02)

原
彬
久
絹
『
岸
信
介
汀

r
rー

1
0
0
三
年
）

ヽ

,
1
 

ー

一
三
―
|
-

じ
＇
入
立
へ
の
道
』
（
原
書
房

軍
機
保
護
法
等
の
刷
宗
III□
IFl

口
：
鳳
究
所
紀
要
』
第
一
四
巻
第
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系と秘密保護

8
)
 

に
U9
)
 

ム

boo) 
ー＇ 

L
日
付
朝
刊
。

ー
＂
止
日
付
朝
刊
。

―
-
|
―
二
三
頁
。

一
九
八
一
年
）

5
)
 U.S• 

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 ol 

o
f
 the 
U
n
i
t
e
d
 States: 

D.C.: U.S. G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 r

以
下
、

F
R
U
S
:
1
9
5
5
-
1
9
5
7
.

04)

岸
信
介
『
岸
信
介
回
罰
’

l

J

L

八
三
年
）
二

0
三
頁
、
原
戸

bo)

坂

元

一

哉

『

日

米

同

叩

口

〉

0
年
）
一
八
ニ
ー
一
九

0
一ー

(56)

岡
田
志
津
枝
「
誘
導
弾
導
入
を
め
ぐ
る
日
米
の
攻
防
」
『
戦
史
研
究
年
報
』
第
―
二
巻
（
二

0
0
九
年
）
二
三
二
六
頁
。

(57)

『
読
売
新
間
』
一
九
五
七
年
二
月
七
日
付
夕
刊
。

(58)

『
読
売
新
間
』
一
九
五
八
年
二
月
一
三
日
付
朝
刊
。

(59) 
F
R
U
S
:
 1
9
5
5
-
1
9
5
7
,
 Vol. X
X
日
.
pp. 5
3
6ー

537.

(60)

第
二
四
回
匡
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
四
一
号
(
-
九
五
六
年
五
月
九
日
）
。

(61)

一
九
六

0
年
一
月
の
安
保
条
約
改
定
時
の
核
持
込
み
に
関
す
る
「
密
約
」
調
査
関
連
文
書
、
文
書
番
号
九
。
な
お
、
こ
の
文
書
は
、
二

0
1

0
年
、
外
務
省
有
識
者
委
員
会
が
行
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
で
八
告
見
、
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
を
閲
覧
す

る
に
は
、
外
務
省
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
設
け
ら
れ
た
「
い
わ
ゆ
る
『
密
約
』
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
か
ら
「
そ
の
他

関
連
文
書

(
2
9
6
点
）
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
よ
い
。

(http:/＼
 w
w
w
.
m
o
f
a
.
g
o
.
j
p
 ¥
 mo
f
a
j
 ¥
 ga
i
k
o
/
m
i
t
s
u
y
a
k
u
 ¥
 ka
n
r
e
n
_
b
u
n
s
h
o
.
h
t
m
l
)
.
 

(62)

同
、
文
書
番
号
一
―
°

(63)

『
朝
日
新
間
』
（
東
京
版
）
一
九
五
八
年
九
月
二
二
日
付
朝
刊
。

(64)

岸
『
岸
信
介
回
顕
録
』
四
一
八
四
一
九
頁
。

(65)

安
保
改
定
に
向
け
た
岸
の
決
断
に
つ
い
て
は
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
二

0
八

ニ

―

0
頁。

(66)

岸
『
岸
信
介
回
顕
録
』
四
三
六
四
四
六
頁
。
岸
信
介
・
矢
次
一
夫
・
伊
藤
隆
『
岸
信
介
の
回
想
』
（
文
藝
春
秋
、

一
九
じ
頁
。

『
朝
日
新
聞
』
（
東
京
，

『
朝
日
新
聞
』
（
東
京
，

田
中
『
安
全
保
障
」

『
読
売
新
間
』
一
九
万

一
九
六

Part. 
1
 
:
 fa p
a
n
 
(W ashir_;-:;-u 

9
6ー

104.
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平
城
弘
通
『
日
米
秘
亨

Ii
斤い

□

，

C
I
A
の
創
設
に
関
，
ー
、

ム
サ
シ
機
関
長
の
告
白
』

一
五

0

一
五
二
頁
。

D
ミ
～
言
ミ
ミ
）

i
d
[
h
e
C
[
＼
凶
〗
＇
、

b
[i
s
h
m
e
ミ
o
f
the 
Centi‘
竺

ミ
苔
塁
ce
A

葵
言
(Fred111111.・1

o
n
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
,
 1
9
8
1
)
:
 • 

Th• 

C
e
ミ
ミ
[
[
ミ
ミ
葵
筵
e
A
g
e
r
 

A
n
 In
s
t
r
u
m
e
n
t
ミ
,
J
G
ミ
き
f

ぶ.-

.y 
P
a
r
k
:
 P
e
n
n
s
y
l
v
a
n
i
a
 

,
”
I
"
 
1
9
9
0
)
:
 
D
a
v
i
d
 F. R
o
g
e
r
s
,
 I 

ミ
u
i
g
[h
e
 S
e
ミ、
C
[
S～ミ
te:
T
h
e
 O
r
z
g
m
s
ミ
~
[
h
e
C
eミミ
[
[
ミ
e
[
[
i
g
e

ミ
、
e

A
g
e
n
 g
]
9
4
3
,
]
9
4
7
(
L
a
w
r
e
n
c
e
:
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
 of K
苔
sas.

2
0
0
0
)

な
ど
を
参
照
。

(73)

吉
田
茂
『
世
界
と
日
本
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
一
六
四
頁
。

(74)

日
米
の
防
衛
協
力
に
反
対
す
る
勢
力
、
と
く
に
社
会
党
の
政
治
的
ス
タ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
原
彬
久
『
戦
後
史
の
な
か
の
日
本
社
会
党
そ

の
理
想
王
義
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」
（
中
央
公
論
新
社
、
二

0
0
0
年
）
が
参
考
に
な
る
。

(75)

た
だ
し
、
特
定
秘
密
保
護
法
に
関
し
て
は
、
批
判
的
な
立
場
か
ら
法
律
の
運
用
方
法
や
情
報
公
閲
制
度
と
の
関
係
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
田
島
泰
彦
・
清
水
勉
編
『
秘
密
保
全
法
批
判
脅
か
さ
れ
る
知
る
権
判
」
（
日
本
評
論
杜
、
二

0

一
三
年
）
、
海
渡
雄
一
•
清
水
勉
·

田
島
泰
彦
編
『
秘
密
保
護
法
何
か
間
題
か
ー
検
証
と
批
判
」
（
岩
波
書
店
、
二

0
一
四
年
）
、
宇
都
宮
健
児
・
堀
敏
明
・
足
立
昌
勝
・
林
克
明

『
秘
密
保
護
法
社
会
は
ど
う
変
わ
る
の
か
』
（
集
英
社
、
二

0
一
四
年
）
、
清
水
雅
彦
・
基
宏
士
・
半
田
滋
『
秘
密
保
護
法
は
何
を
ね
ら
う
か

何
が
秘
密
？
．
そ
れ
は
秘
密
で
す
』
（
高
文
研
、
二

0
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
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